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法	 務組織運営研究会内に設置され、総務部
会のミッションとしても位置づけられた

企業法務入門テキスト編集委員会。
　「ありのままの法務を伝えたい！！」
　この思いに駆られた有志９名により開始され
た本プロジェクトも、現在佳境を迎えています。
　当初は、「本当にできるのかな？」と編集長
としては、自信のなさを隠せずに来ましたが、
ここまでたどり着くことができたのは、ひとえ
にチームメンバーの情熱の賜物であり、感謝、
感謝の気持ちです。
　さて、執筆途上は、「完成させてしまえば、
後は野となれ山となれ」と編集長にあ
るまじきことを考えていたのですが、
本自体の完成がいよいよ見えてくると、
不思議なもので「メンバーの方々の情
熱が詰まったこれだけの大作を単に出
版して、おしまいでよいのか？　いや、
よいはずがない！」という、らしから
ぬ思いがむくむくと湧き立ってきてい
ました。経営法友会では毎年慶應義塾
大学法科大学院の企業内法務志望者向
けの授業（企業内リーガルセクションフォーラ
ム・プログラム）に講師派遣をしており、授業
を主宰される奥邨弘司先生より本年度はその１
コマ（90分）をテキスト編集委員によるものと
して準備していただいておりました。折しもい
よいよ日程が近づいてきた昨年11月、奥邨先生
との打合せを行う頃には書籍の姿が固まりつつ
あるとの実感を得つつあり、「まさに好機到
来！」と感じたものです。

本	 書は、法務担当者が日々の業務で遭遇し
ているテーマを22講厳選し、仮想企業法

務部メンバー、法務部配属の新人が課長、指導
員（マドンナ）の指導を受けながら成長してい
く姿をオムニバス風に綴ったものです。法務部
に初めて配属された人のためであるのはもちろ
ん、ロースクールの学生に企業の中で法務部の
一員として働くことについて具体的なイメージ
を持ってもらうためには好個な一冊では？　と
自負心が高まってきていたことから、まさにそ

れを試す絶好の機会となりました。
　奥邨先生には、事前にすべての原稿に目を通
していただいた上で数々の有益な示唆をいただ
くとともに、本書中のストーリー部分を学生に
提示し、解説部分を学生との議論の中で掘り下
げていく講義方式をご提案いただきました。
テーマについては、かかる方式になじみやすそ
うな「債権回収」と「事業再編」の２つを取り
上げることになり、モデレーターは、竹安将さ
ん（カネボウ化粧品）と守田にて「債権回収」を、
髙林佐知子さん（横河電機）と明司雅宏さん（サ
ントリーホールディングス）にて「事業再編」を

担当することになりました。奥邨先生からは、
具体的な学生との進め方（ソクラテスメソッド）
についてもアドバイスをいただき、学生の皆さ
んへの事前配布資料、講義当日の資料を作成の
上、いよいよ本番の日を迎えました。

12	 月15日（火）の夕方。慶應大学三田キャ
ンパスにメンバー集合（編集委員全員が

応援に駆け付けてくれました）、私としては初めて
足を踏み入れた三田キャンパスにすっかり「お
上りさん」気分でいたところ、控室に案内され、
奥邨先生からの「今日の出席は30人程です」と
の一言で一気に緊張感が高まってきました。
　さて、教室に入るとすでに学生の皆さんも集
まってきており、学生同士で談笑しているとこ
ろもあれば、いささか固い面持ちでこちらの様
子を窺っている学生もいる中、さらに高まる緊
張感「学生の心をわしづかみだ〜」との当初の
思いは雲散霧消、「とにかく無難に」とすっか
り気が小さくなった中で講義開始となりました。

法務の眼 Legal
Eyesight

慶應義塾大学ＬＳでの講義経験
双日株式会社 法務部長
守田達也  (Tatsuya Morita)
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　最初に私から上擦る声で宣伝も兼ねた本書の
内容紹介（森健さん（Ji2）作成の素晴らしきパワ
ポ資料に大いに助けられつつ）を行い、最初の
「債権回収」編に入りました。製造委託を行う
委託先に信用不安が起き、たまたま早く出社し
ていた新人法務部員が営業から緊急の相談を受
けてしまう中、どういったアドバイスをすべき
だったのか、という設問から講義を開始。２つ
のシーンを準備し、最初のシーンを私が担当し、
大体15分位の持ち時間を予定していました。
　さっそく、学生を指名して問いかけを行った
ところ、「全体のサプライチェーンを検証する
必要があると思います」とのいきなり急所を突
いた正解、ぎょっとしてその学生の机を見ると
事前配布資料の「加工委託基本契約書」にびっ
ちりとマーカーが引いてあり、手書きでたくさ
んのコメントが……学生諸子の並々ならぬ準備
に遅まきながら気付いた次第でした。
　そもそも「債権回収」「事業再編」に各30分
の時間配分を考えており、事前の打合せでは、
「なかなか学生から正解を導き出すのは時間が
かかるだろうから、時間内に収めるのは大変だ
ろうね」と話をしていました。ところが、一人
目の学生さんからいきなりの急所、続いて当て
る学生さんも正解をどんどん出してくる中、持
ち時間15分をようやく使い、次の竹安さんにほ
うほうの体でタッチし、私の番を終えました。
　続く竹安さんは、「メーカー目線からは、ま
ずはブランドイメージを最重要においた戦略を
たてることになります。」目からうろこの言葉
から始まり、終始落ち着いた講義の進め方。
　本書の作成過程では、各講／各テーマを分担
して執筆を開始したことから、登場人物のイ
メージが異なるとセリフ・言い回しが各講／各
テーマごとにバラバラになってしまうという問
題が生じていました。その中で一番ばらつきが
激しかったのが法務課長で、初稿ではメンバー
それぞれの課長像が前面に出て、ある場面では
「べらんめえ課長」、ある場面では「お公家さま
課長」となってしまい、それを解決するには、
統一したイメージをメンバー間で共有する必要

がありました。そこで法務課長については、落
ち着いた物腰で好感度抜群の竹安さんに全員一
致でモデルとなってもらいました。
　「登場人物のモデルから本書の講義を受けら
れるとは、自分は幸せ……」とかなり場違いな
感傷に浸っているうちに、ここでも学生の優秀
さが光り、予定の15分で竹安さんの講義が終了、
次の明司さんから「本当？　丸々 30分残って
る……」とのつぶやきが聞こえてきました。

さ	 て、次の「事業再編」編では、明司さん
がメインスピーカー、髙林さんが横から

の突っ込み役となり、明司さんの軽妙な関西弁
しゃべりに、髙林さんの鋭い突っ込みが冴えた
展開で講義が進み、笑いもありの中、学生にも
笑顔が見え、かなり打ち解けた雰囲気となりま
した。事業再編では、ある事業部門の切出しを
行うプランが会社で進む中、そのスケジュール
を策定する過程で新人法務部員がまたまた中途
半端なアドバイスをしてしまうという設定。彼
のアドバイスではどこがいけなかったのか、と
いう学生への問いかけから講義が開始しました。
ここでも学生の方々の優秀さが発揮され、次々
と正解を出していく中、さすがは髙林さんと明
司さん、学生の問題意識に即しつつさらにその
上を行く指摘・質問を行い、最後は「企業法務
担当者は、法律・教科書通りの答えだけでは駄
目、労務・システム・取引先との関係など現場
に根差したアドバイスを行い、会社を正しく導
くことが重要な役割です」との本講義でのメイ
ン・テーマに触れる形で終了しました。
　再び私の上擦った声でのクロージング・コメ
ントを行い、予定どおり講義は終了、学生の
方々の優秀さ、そしてそれも日頃の奥邨先生の
ご教授の賜物と感服しながら会場を後にし、メ
ンバーで反省会に向かった次第です。
　「守田さん、固すぎ。」三田の反省会では他メ
ンバーのご指摘を受け、恐縮しきりでしたが、
本テキストプロジェクトによる企業法務リテラ
シーの普及活動／第二ステージは、まだまだこ
れから。まずはプレゼンの修業をしたいなあ、
と考えているところです。
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経営法友会 会社法研究会主査
小林製薬株式会社 広報総務部　ＩＲ・総務グループ長

木村孝行

　会社法研究会の主査をしている関係上、昨年末に事務局から、経営法友会レポートを刷新
するので、「よりわかりやすく、より親しみやすい」をコンセプトに、役員研修に関する論
稿を執筆するよう依頼された。同研究会では昨年、当会会員企業向けにアンケートを実施し
たところであり、回答に協力いただいた皆さんに御礼を申し上げるとともに、その分析を行
い今後の課題を析出することで、事務局編集部のリクエストに応えることとしたいと思う。
　まず最初に、本稿の内容について総括をしておこう。

総　括
1　�コーポレートガバナンス・コードの適用を受けて、役員トレーニング、つまり、
役員研修について関心が高まっている

2　役員研修の目的は、以下のように整理できる
　　　☞企業価値を上げるための能力の向上
　　　☞企業価値を下げないための能力の向上
　　　☞上記を支えるモニタリング能力の向上
3　役員研修の実施率は約53.9％であり、高いとはいえない状況にある
4　�役員研修の内容について、多くの会社が取締役の責任を中心とする会社法関連の
テーマを設定している

5　�会社法以外にも、インサイダー取引規制や独禁法等の重要な法規制について、役
員研修のテーマとしている会社が多い

6　�今後、コーポレートガバナンス関連のテーマや社外取締役に対する研修の実施が
増えることが予想される

7　役員研修は法務部門主導で行うべきである
8　�役員研修はまだまだ研究がされていないテーマであり、会社法研究会としても引
き続き研究を継続していく

役員研修に関する
アンケート結果の分析と
今後の課題
─CGコードの適用を受けて
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　　　Ⅰ　本稿の背景とねらい

　昨年は、改正会社法の施行やコーポレートガ
バナンス・コード（以下、「CG コード」という）
の適用等が相次ぎ、コーポレートガバナンス元
年と呼ばれた。このような流れを受けて、本稿
では、CG コードでも充実が求められている役
員研修（注）にフォーカスを当てる。
　経営法友会の会社法研究会では、2015年６
月から７月にかけて、会員企業を対象に役員研
修の実施状況について、アンケート（以下、単
に「アンケート」という）を行った。アンケー
トの回答社数は176社で、連結売上高1,000億
円以上の会社が73.3％を占めた。
　本稿ではアンケート結果を紹介するとともに、
そこから見える問題や今後の課題、法務担当者
が留意すべき点について述べていきたい。
　なお、本稿は、2015年７月25日号の旬刊商
事法務に掲載した「役員研修の現状と実効性あ
るプログラム策定に向けた取組み」と題する拙
稿とも密接に関連している。紙面の関係で、役
員就任後の継続的な役員研修や監査役に対する
研修についての記載は省略しているので、本稿
で紹介しきれない内容については拙稿をご参照
いただきたい。
　役員研修に関しては、各社が独自に行ってい
るケースが多く、実態について詳細に書かれた
書籍等もあまり見当たらない。今後の各社の役
員研修の運用の一助になれば幸いである。

　　　Ⅱ　役員研修の目的

　まずは役員研修の目的を確認する必要がある。
　対象者が取締役である以上、取締役の能力を
向上させることが目的となるが、それにはまず、
そもそも取締役の役割は何かということを考え
る必要がある。取締役の役割は、簡単にいって
しまうと、企業価値を向上させることであり同
時に企業価値を下げないことといえる。前者は
経営戦略や事業戦略またはそれらの実行に関す
ることであり、後者は企業倫理を含むコンプラ

イアンス等に関することである。なお、CGコー
ドの原則４－14を見ると、「新任者をはじめと
する取締役・監査役は、上場会社の重要な統治
機関の一翼を担う者として期待される役割・責
務を適切に果たすため、その役割・責務に係る
理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適
切な更新等の研鑽に努めるべき」とあり、明確
な目的は記載されていない。ただ、「上場会社
の重要な統治機関の一翼を担う者として」とい
う文言からは、監督者としての役割を期待して
いるとも読み取れる。ただし、これまで日本の
上場会社の役員研修は、この監督者としての能
力向上を目的とすることに重きが置かれてこな
かった。業務執行が主体の「マネジメント・
ボード」が主流であったことが大きな要因で
あったと考えられる。CG コードの適用を受け
て、監督が主体の「モニタリング・ボード」へ
の流れが強まっており、取締役、特に社外取締
役によるモニタリング能力の向上も視野に入れ
る必要がある。
　私見ながら、上記をまとめると、役員研修の
目的は大要以下のようになる。

イ　企業価値を上げるための能力の向上�
ロ　企業価値を下げないための能力の向上�
ハ　上記を支えるモニタリング能力の向上

　役員研修の内容を検討するにあたっては、上
記目的を意識しながら検討する必要がある。本
稿の読者は法務担当者が多いので、ここでは上
記ロおよびハの目的に関する事項を中心に取り
上げる。

　　　Ⅲ　�アンケート結果から見える問題と今後の課題

１　役員研修の実施率について

　役員研修の実施率は、社内取締役に対して
53.9％、社外取締役に対して28.9％であった
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（表１参照）。アンケート回答会社の73.3％が連
結売上1,000億円以上ということを考慮すると、
実施率は低いという印象が拭えない。
　当然のことながら、新任の取締役も、取締役
歴の長い会長や社長等も、取締役としての法的
責任に差異はない。また、就任直後から、内部
統制システム構築義務や取締役会の出席等を通
じて他の取締役の監視義務が発生する。取締役
に就任してから求められる知識は、それまでに
経験してきた事業運営や執行とは異なった領域
であり、就任時に十分な知識を習得している
ケースは稀であると考えられ、役員研修を実施
しないことは、新任の取締役に対していささか
酷ではないかとの感がある。

２　実施内容

　役員研修の実施内容（表３参照）については、
必要と思われる項目が多く、ここで一つひとつ
説明することは難しい。以下、ポイントを絞っ
て説明する。
①　会社法に関する内容

　役員研修の中心となるテーマである。会社法
の中でも、とりわけ取締役の法的責任、取締役
会・株主総会等の会社機関に関する事項等が重
要となる。アンケート結果を見ても多くの会社

が役員研修のテーマとしているようである。
　私がここで強調したいことは、そもそも取締
役とは何ぞや、つまり取締役の役割について説
明することが非常に重要になるということであ
る。取締役に就任すれば、それまで経営陣から
指揮命令を受けていた立場と違い、会社との委
任契約に基づく受任者となる。委任の内容は企

表 1＜新任役員研修＞
対象者 割合

社内取締役（執行役含む） 53.9%
社外取締役 28.9%
社内監査役 31.8%
社外監査役 21.0%
執行役員 26.7%

表 2＜継続的な役員研修＞
対象者 割合

社内取締役（執行役含む） 46.5%
社外取締役 23.8%
社内監査役 32.9%
社外監査役 17.0%
執行役員 28.9%

表 3
内容

⑴ 　会社法①（取締役と従業員の違
い、取締役の役割・ミッション等）

80.8%

⑵　会社法②（取締役の法的責任） 88.9%
⑶ 　会社法③（取締役、監査役、取締

役会、株主総会等の機関関連知識）
79.8%

⑷ 　会社法④（取締役会や株主総会に
出席するにあたっての実務上の留意
点）

64.6%

⑸　内部統制関連（J－SOX等） 42.4%
⑹　インサイダー取引防止 51.5%
⑺　独禁法 30.3%
⑻　下請法 17.2%
⑼　不正競争防止法 16.2%
⑽　景表法 7.1%
⑾　労働法 15.2%
⑿ 　情報セキュリティ（個人情報保護

法含む）
21.2%

⒀　不祥事防止のための留意点 25.3%
⒁　企業倫理 30.3%
⒂　外国の法律知識 5.1%
⒃ 　リスクマネジメント・クライシス

マネジメント
25.3%

⒄　輸出管理 7.1%
⒅ 　自社の株主、投資家、株式市場に

関する知識
17.2%

⒆ 　コーポレートガバナンス・コード
（今後予定している場合を含む）

13.1%

⒇　経営戦略・事業戦略 37.4%
㉑　財務会計 21.2%
㉒　税務 5.1%
㉓　企業価値評価 7.1%
㉔　自社が属する業界の競争環境 19.2%
㉕　自社の歴史・沿革 23.2%
㉖　自社の事業の内容 33.3%
㉗　その他 9.1%
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業価値向上であり、他の取締役の監視義務も発
生し、求められる役割はまったく違ってくる。
たとえば執行役員の場合、担当事業の個別最適
を追求していればよかったものが、取締役にな
ると全体最適を追求した判断が求められる。こ
のことを理解せぬまま取締役に就任すると、当
然、取締役会全体の意思決定にも悪影響が出て
くる。取締役が執行役員を兼務する場合も多く、
仮にすべての取締役が事業部代表的な発想を
持って取締役会に臨めば、適切な意思決定は望
めない。役員研修を機に意識改革を図ってもら
う必要がある。
②　その他注意すべき法令等

　役員研修の内容とすべき法規制は数多くある
が、特に重要なもののみピックアップする。
ⅰ　インサイダー取引規制

　取締役に就任すると取締役会に参加すること
になり、保有する情報の重要度のレベルが高ま
る。重要事実に接する機会も多くなることから、
インサイダー取引防止に関する知識の習得は必
須である。アンケート結果を見ても、実施率が
51.5％であり、会社法を除くと最も高い率と
なっている。
　取締役がインサイダー取引を行ってしまった
場合、会社のレピュテーションリスクは非常に
高くなる。にもかかわらず、インサイダー取引
防止に関する規律は、他の犯罪行為と違い、通
常の倫理観を持つだけでは防止しにくい内容と
なっている。いわゆる「うっかりインサイダー」
と呼ばれるものがしばしば起こるのはそのため
である。
　ただ、私の実感では、社内にインサイダー取
引規制に精通した社員を抱えている会社は少な
いように思われる。その場合、日本取引所グ
ループが主催する「COMLEC」（コムレック：
Compliance Learning Center）が、無料で、良
質なセミナーや講師派遣を行っており、積極的
に活用することも一手である。
ⅱ　独禁法

　独禁法は、カルテル、入札談合、再販売価格

維持行為、優越的地位の濫用等、さまざまな類
型がある。中でも、カルテルや入札談合の場合、
発覚した場合の制裁が大きくなることが多く、
レピュテーションリスクも高くなる傾向にある。
最近では海外からの摘発事例も増えており注意
が必要である。
　ただ、アンケートでは、役員研修のおける実
施率は低く、30.3％に留まっている。カルテ
ルや入札談合を誘発しやすい業界に所属する会
社が限られていることが主な要因であろうと考
えている。
ⅲ　海外贈収賄等

　アンケート項目では、「不祥事防止のための
留意点」もしくは「外国の法律知識」に該当す
ると思われるが、それぞれ25.3％、5.1％と、
実施されている比率は低い状況である。
　グローバル化を進めている日本企業が多い中、
近年注目を浴びている分野である。発展途上国
を中心に規制当局の運用も頻繁に変わることか
ら、業務執行取締役を中心に適切な知識のイン
プットが必要となる。
③　今後重要性を増す内容

　私は IR もメイン業務としており、投資家の
コーポレートガバナンスに対する関心が高まっ
ていることを実感している。コーポレートガバ
ナンス関するテーマが今後重要性を増すことが
予想される。
ⅰ　社外取締役に対する研修テーマ

　コーポレートガバナンスと役員研修という
ワードで接点になるのが「社外取締役のモニタ
リング能力の向上」である。前述のとおり、こ
れは役員研修の目的の一つでもある。また、投
資家からの関心も高いテーマである。
　社外取締役が株主総会で選任されると、その
直後の取締役会から出席することになり、議案
の検討に入ることになる。議案を検討するに当
たって、自社の組織、事業内容、ビジネスモデ
ル、自社の強み・弱み、ひいては業界の競争環
境等の情報がない状態では適正な判断やモニタ
リングができないことが考えられる。なお、ア
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ンケートでは、「自社の事業の内容」、「自社が
属する業界の競争環境」、「自社の歴史・沿革」
等、社外取締役を想定したと考えられる項目に
ついて、それぞれ33.3%、19.2%、23.2% の
会社が研修テーマとしている。社外取締役に対
し て 役 員 研 修 を 行 っ て い る 会 社 の 割 合 が
28.9％ということを考慮すると、多くの会社
で社外取締役への自社状況等のインプットが行
われていると推測している。
　さらに、主な営業所の訪問や工場見学等は、
会社の雰囲気や実態をつかんでもらうためには
有効な手段であろう。
　社外取締役選任と企業価値向上の関係につい
て、さまざまな議論があるが、上場会社の場合、
社外取締役の選任が事実上義務化に近い状態に
なっている。役員研修だけが手段ではないが、
社外取締役がより能力を発揮できるような環境
を整える必要がある。
ⅱ　「株主との対話」に関するテーマ

　CG コードの「株主との対話」（第５章）を受
けて、今後株主との対話がますます活発になる
ことが予想される。株主との対話を行う上で、
まずは投資家の考え方を理解する必要がある。
投資家と経営者の考えは一致するとは限らず、
どちらかといえば相反することが多い。そこで
対話の共通言語となりうるのが、DCF 法に代
表される企業価値評価方法や ROE・ROA 等
の資本効率を意識した経営指標となる。アン
ケートでは「自社の株主、投資家、株式市場に
関する知識」、「企業価値評価」の項目がそれぞ
れ17.2％、7.1％と必ずしも高くはない状況で
ある。
　現状、対話により積極的なのは外国人投資家
である。東京証券取引所のデータによると、
2015年の東京証券取引所における外国人投資
家が売買する比率は金額ベースで71.2％と
なっている。今や外国人投資家を抜きにして日
本の株式市場は成り立たない状況になっている。
外国人投資家の株式保有割合が多い会社で、
CG コードの「株主との建設的な対話」につい

て「コンプライ」している場合、知らないで済
ますことは難しい。今後役員研修テーマに入れ
ることも検討すべきであろう。
③　役員研修の実施時間（表４参照）

　アンケートによると、50％の会社について、
役員研修の実施時間が３時間未満となっている。
　前述のとおり、取締役が習得すべき内容の多
さを鑑みると少なすぎるといえる。就任時に多
くの時間を確保することは難しいかもしれない
が、主管部門が経営トップに働きかけて調整す
る必要があると考えている。
　仮に時間を確保できたとしても、一度に多く
の情報を詰め込むことになるので、消化不良と
なり頭に残らない問題が生じる。スクール形式
ではなくラウンドテーブル形式等でディスカッ
ションできるようにしたり、研修の内容につい
て具体的な事例（自社での事例が特に有効）を中
心にする等、運営の工夫は欠かせない。
④　役員研修の実施者（企画者）（表５参照）

　全体のうち53.9％について、法務部門が役
員研修の主管部署になっている。続いて人事部
門が23.5％、経営企画部門が18.6％となって
いる。

表 5＜主管部署＞
主管部署 割合
法務もしくは総務部門 53.9%
人事部門 23.5%
経営企画部門 18.6%
その他 25.5%

　あくまでも個人的な感覚であるが、法務部門

表 4＜役員研修時間＞
時間

⑴　１時間未満 7.3%
⑵　１時間以上２時間未満 22.9%
⑶　２時間以上３時間未満 19.8%
⑷　３時間以上５時間未満 14.6%
⑸　５時間以上８時間未満 14.6%
⑹　８時間以上～ 12時間未満 10.4%
⑺　12時間以上 10.4%
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が主管となっている割合が多いと感じた。役員
研修テーマについて、会社法を中心とする法的
マターが多いことがその理由と考えられる。
　役員研修の内容は法的マター以外でもたくさ
んのテーマがあり、統括・運営することは難し
いかもしれない。ただ、経営的視点および法的
視点の両面から役員研修プログラムを組むとい
う醍醐味がある。法務部門がますますこの分野
で存在感を出していくことを期待している。ま
だ役員研修を実施していない会社の法務部門に
あっては、役員研修の実施を会社に提案されて
はいかがかと思う。

　　　Ⅳ　おわりに

　これまで見てきたとおり、役員研修について
は実施している会社は多いとはいえない状況で
あり、研修の内容も会社によってマチマチであ
る。役員研修がどうあるべきかについての議論
も非常に少ない状況である。
　役員研修はまだまだ未発達の分野であり、そ
の分、研究する余地も大きい。会社法研究会と
しても、今後も役員研修について研究を続ける

とともに、さまざまな形で情報提供や提言を
行っていきたい。

＊　　　＊　　　＊
　さて、本稿執筆については事務局のリクエス
トを受けて快諾したものの、コンセプトに沿っ
た内容とすることがなかなか難しく、予想以上
に苦労した。いま読み返してみても、まだまだ
理想としたコンセプトには程遠いと実感してい
る。ただ、旬のテーマでもあり、最後まで読ん
でいただけたことにつき、読者諸氏に感謝申し
上げる。

（注）コーポレートガバナンス・コード（原則４
－14）では、役員研修ではなく、「取締役・監
査役のトレーニング」という用語を用いている。
本稿では「役員研修」と呼称するとともに、特
に断りのない場合、「新任の取締役研修」のこ
とを指すこととする。

 （きむら・たかゆき）
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株式会社キトー

資本金：39億7,600万円
業　種：製造業
従業員：674名
上場・非上場：東証一部上場
法務部門の人員：３名

●事業紹介
　当社は、昭和７年に創業し、工場などで重量
物を運搬する巻き上げ機・クレーンと、運輸、
橋梁、建設、土木、造船、林業などの各種現場
で重量物の荷締め、固定、位置合わせに使用す
るレバーブロックなどを製造しております。

●入会動機
≪当会への入会理由≫
　企業法務に求められる役割が拡大し、取り組
むべき問題が多岐にわたってくる中、当社では
法務部門の強化を図ることが急務と認識してお
り、今後、会員の皆様と情報交換をさせていた
だき、幅広い知識を身につけ、将来的な業務に
生かしたいと考え、入会を希望いたしました。
≪当会活動に期待すること≫
　各種研修を通じて国内外の法務関連の最新情
報や動向を把握するとともに、会員企業の皆様
との交流を通じて、法務部門のあり方や取り組
み方についての情報交換を期待しております。

� （2015年12月入会）

《新入会員紹介》
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会員懇談会「若手法務担当者の集い」開催のお知らせ
　東京開催の会員懇談会の日程が決定しましたので、お知らせします。
　当会会員懇談会は、会員間の直接コミュニケーションを通じて情報の共有を図っていただくことを目的と
しています。今回は、若手法務担当者の皆様にお集まりいただき、法務担当者として仕事をする中で心がけ
ていることや今後の抱負などについて語り合っていただくことを予定しています。

●日　時　３月８日（火）18時〜20時
　　　　　（終了後懇親会を行います）
●司　会　山本信秀氏（昭和シェル石油兼ソーラーフロンティア）
　　　　　森　　健氏（Ｊｉ２）
●場　所　公益社団法人商事法務研究会会議室

　詳細が決定次第、当会HPにて参加募集を開始します。

『新営業秘密管理ガイドブック』�
編集にあたって

　本号では加藤ひとみ氏（改訂
のための編集委員会発起人）に、
現在新規募集を実施中の『新営
業秘密保護ガイドブック』編集
委員会（研究会）の基本構想を
提案していただきました。
　本研究会では、昨年１月に全
面改訂された「営業秘密管理指
針」の内容と昨年７月に成立し

た改正不正競争防止法の内容を盛り込んだ上で、最
新の事例を参照しながら「実務担当者による」「実
務担当者のための」ガイドブック作成を目指します。
このため、全体の構成をはじめとして大幅な見直し
が行われることとなりました。
　ガイドブックの作成にあたっては、新たに公募中
の研究会メンバー全員で検討・討議の上、編集作業
を行います。作成方針、作成スケジュール等の詳細
については、３月開催予定の第１回会合で検討され
る予定。
　会員企業の皆様におかれましては、本書改訂に期
待する点、取り上げてほしいと考える論点等があり
ましたら、幅広に事務局までお知らせください。で
きるだけ研究会活動に反映させていただきます。

●意見募集期間　２月29日（月）まで
●意見提出先　経営法友会事務局

　皆様のご意見をお待ちしています。

「『消費者契約法専門調査会��
報告書』に対する意見」�
提出について

　改正議論が進む消費者契約法が実際に改正された
場合に企業実務が受ける影響について研究している
「消費者法制研究会」（主査＝中村美華氏（セブン＆
アイ・ホールディングス））は、今般、内閣府消費
者契約法専門調査会が昨年12月に取りまとめた「消
費者契約法専門調査会	報告書」に対し、新たに事
業者側の視点による意見を提出するにあたり、意見
書案を策定しました。
　ＨＰに掲出しましたとおり、本誌が皆様のお手許
に到着する２月中旬には、本意見書案に対する意見
の集約（１月25日（月）〜２月２日（火））を終え
ていますが、本号配布時に実施されている意見集約
後の最終案に対する再度の意見照会にも、積極的に
ご参加下さい。

●意見募集期間　当会HPをご確認ください。
●意見提出先　経営法友会事務局

　皆様のご意見をお待ちしております。

2016年度研修�
全体スケジュールのお知らせ

　2015年度の研修事業は東京開催・大阪開催のすべ
ての講座において会員企業から延べ760名の受講を
いただきました。
　2016年度の研修事業については一部募集を開始し
ていますが（本号39・40頁参照）、２月上旬に、全体ス
ケジュールの予定をＨＰ上でリリースする予定です。

01

02 03

04

CATCH UP! HOYUKAI
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第11次法務部門実態調査�
分析が進行中

　第11次法務部門実態調査につ
いて、前号（503号）では中間
報告を掲載しました。その後も
委員会では分析・検討を進めて
おり、２月１日現在、３月末を
目途とした最終報告に向けて取
りまとめの最中にあります。
　最終報告は、前回と同様に、
書籍（別冊NBL〔株式会社商
事法務発行〕）の形で刊行され

る予定です（写真は第10次実態調査〔別冊NBL135
号〕）。刊行された書籍は会員企業の皆様宛１冊ずつ
配布します。当会では2016年度、この最終報告を下
地としながらさまざまな企画が実施される予定。ご
期待下さい。

海外コンプライアンス研究会の�
検討状況

　「海外コンプライアンス研究会」（主査：酒井清司
氏（ヤマトホールディングス））は、５つのグルー
プに分かれ活動テーマ・内容に関する議論を本格的
に開始しています。

●第１グループ─競争法
　①海外競争法制度の研究、②米国量刑ガイドライ
ンをはじめとするガイドライン等の研究、③日本企
業が遭遇する事例研究を構想。学問的にではなく、
企業のガバナンス実務に結び付けることを意識した
検討を開始。
●第２グループ─情報管理体制・営業秘密

　アウトプットのあり方を議論中。『新営業秘密管
理ガイドブック』編集委員会（研究会）との協働を

予定。
●第３グループ─労務

　新興国に絞って検討を行いつつ、テーマは、①撤
退・移転をめぐる法的手続とその留意点、②労働争
議に絞る。対象国は中国、タイ、ベトナム、インド
ネシア、マレーシア、メキシコ、ブラジルを予定。
●第４グループ─海外贈収賄規制

　海外贈収賄規制研究会のプラクティスを参考に、
今後どのように議論を進めるかについて検討中。
●第５グループ─海外コンプライアンス体制

　グループ内部を、①情報収集、②ガバナンス、③
教育の３つにサブグループ化。メンバーは他のグ
ループにも参加しその知見を体制づくりに生かす。

　２月上旬以降、各グループにおいて有識者を招聘
し、意見交換会を開催することとなりました。

2016年度�年会費請求書を�
発送しました

　会員企業の皆様宛、2016年度の年会費請求書を郵
便にて発送しましたのでご確認下さい。

●請求対象年度　2016年４月１日〜
　　　　　　　　2017年３月31日
●年会費　￥150,000 ／年間（不課税）
●お支払期日　2016年５月31日（火）

　また、請求書に同封した「お振込予定ご連絡のお
願い」を事務局宛ご提供下さい（詳細は書面をご覧
下さい）。

05

06

07

法務部門
実態調査

11th
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当社の迅速な意思決定を担保するもの
株式会社日産自動車　法務室　担当部長　齊藤義雄

■各社の意思決定
　今回の民事実務研究会において講演を行っ
た３社は、いずれもグローバルに事業を展開
する上場会社であるものの、各社の意思決定
プロセスについては、異なる事業内容（総合
商社、食品メーカー、自動車メーカー）、コーポ
レート・ガバナンス体制や経営陣の構成等の
特色を反映したものであった。
■当社の講演内容
　弊社は、生産拠点で18か国／ 26工場、デザ
イン拠点で４か国／６拠点、研究開発拠点で
12か国／ 22拠点、そして約190の市場で製品
が販売されているというグローバルな事業を
展開しており、その経営陣の約半数は外国人
で構成されている。
　このような事業展開状況と多様性に富むマ
ンジメントのもと、競争の激しい業界におい
て勝ち抜くために中期経営計画に基づく事業
目標の達成を推し進める弊社にとって、「迅
速かつ適切な意思決定とその実行」はきわめ
て重要である。社内意思決定の迅速化を図る
ために整備された、明確で透明性の高い権限
基準表と、グループとしての重要な事項が適
切に決定されるための仕組みや意思決定の
ツールとしての電子決定システムについて説
明させていただいた。
　さらに、事業目標の達成のために、「迅速
かつ適切な意思決定とその実行」と併せて弊
社が重要視している「事業目標達成を阻害す

る要因の最小化」のためのリスクマネジメン
トの必要性とその管理体制についても言及し
た。
■民事実務研究会に参加して
　さまざまなステークホルダーを有する民間
企業として当然ではあるが、各社共通してい
るのは、迅速な意思決定を実践するための体
制作りとともに、適切なリスクマネジメント
がなされるための仕組みも整備されていると
いうことであろう。どのような体制・仕組み
が最適であるかは、同業種企業であっても一
つの解があるわけではない。また、経営環境
や企業を取り巻く事業の変化等に応じて、自
社にとって最適な体制・仕組みは変わりうる
ものである。
　各社講演後の裁判官との意見交換会・懇談
会を通じて、民間企業の意思決定と裁判所の
決定（決裁）の相違について痛感した。
　今回の講演においては、他の２社とともに
弊社の体制・仕組みをご紹介したにすぎない
ものの、さまざまな企業が関わりうる訴訟指
揮を担う裁判官の方々にとって、少しでも企
業活動に対する理解の一助となれば幸いであ
る。

　2015年11月12日（木）、司法研修所において「民事実務研究会」が開催された。司法
研修所が主宰する本研究会は、その一部について経営法友会と連携しており、2008年度
以降、当会を通じて企業法務の第一線で活躍する会員企業から研修講師が派遣され、特定
のテーマについてプレゼンテーションを行い、裁判官の研究員との間で質疑応答を行って
きたところである（花村良一「経営法友会と裁判官研修」本誌500号96頁参照）。本年↗︎ 

企業における意思決定　　司法研修所民事実務



経営法友会リポート　No.504　2016.2 13

裁判官・指導教官と企業法務担当者の交流の機会
ＡＮＡホールディングス株式会社　グループ法務部　リーダー　田畑博章

■はじめに
　去る11月12日に実施された、司法研修所民
事実務研究会にフロア参加者として参加させ
ていただいたので、簡単にではあるが、その
際の感想等を報告させていただく。
■会員企業による講演
　前半の会員企業３社の講演について、民間
企業に身を置く立場からは、テーマ自体は目
新しいものではなかったが、たとえばサント
リー食品インターナショナルのプレゼンテー
ションでは、監査等委員会設置会社への移行
を行った際にも経営トップの「やってみなは
れ」の精神が色濃く反映されたといった経緯
が語られるなど、各社の企業風土も垣間見ら
れる内容で、興味深いものであった。
■意見交換会
　誤解を恐れずに述べれば、企業法務の立場
からのフロア参加者にとって、より意義深
かったのは、その後の意見交換会であった。
　裁判官からは、合議体における意思決定方
法等について、普段は公にならないような実
態を伺えたが、小職自身は、裁判長・右陪
席・左陪席、それぞれの立場の違いや、それ
を踏まえての判決内容の決定までのプロセス
に、強い興味を惹かれた。そして、そのよう
なプロセスにおいても、すべての裁判官が、
それぞれ独立した判断を行うという憲法76条
３項の精神が強く意識され、実践されている
ことに非常に感銘を受けた。

　一方、企業側からは、裁判官からの質問に
答える形で、訴訟における和解提案に応じる
か否かといった判断が、企業内では実質的に
どのように行われているかという点について、
各社における実質的な判断の過程とその内容
の決裁に至る手順などの紹介があった。
　比較すると、裁判所における合議体の意思
決定に際しては、裁判長以下、いずれの立場
であっても同等の発言権を持っているのに対
し、民間企業においては、実質的な判断内容
を形成するのは担当者であっても、形式的な
権限を持つ決裁権者の承認を得ることが必須
となるといった点に違いがあるように感じた。
　一方で、いずれの場合も、自らの判断を組
織のものとして反映していくためには、時に
いわゆる「根回し」が重要になるといった点
は共通しているように思われた。
■懇談会
　会終了後の懇談会には、司法研修所の指導
教官等も参加されていたが、多少のアルコー
ルも交えながら、常に自身で判断を下さなけ
ればならないという独立した職権行使の苦労
話なども、さらに本音ベースで伺うことがで
き、これもまた貴重な経験であった。
■おわりに
　小職にとって、今回の研究会は、裁判官・
指導教官と本音の交流ができる大変貴重な機
会として印象に残っており、今後もこのよう
な場の提供が続くことを切に願っている。

研究に参加して
↘度のテーマは「企業の意思決定のあり方」。経営法友会からは、講演の発表者（三井物産、
日産自動車、サントリー食品インターナショナル）と、講演をオブザーブし、意見交換会
に加わるフロア参加者の併せて21名の参加があり、闊達な交流が行われた。本欄では、
発表者である齊藤氏とフロア参加者である田畑氏にそれぞれのお立場から、当日の状況と
感想を述べていただいた。
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１　「下町ロケット」から

　テレビドラマ『下町ロケット』は面白かっ
た！
　町工場が、ヒト・モノ・カネを誇る大企業に
先駆けてロケットのキーパーツであるバルブシ
ステムの特許を取得して、さまざまな苦労を乗
り越えてその大企業との交渉を重ね、部品供給
という形でロケットの打ち上げ成功に携わった
こと、次には病気に苦しむ子供たちのために町
工場としては無謀とも思われる人工心臓弁の開
発に挑んだことが、矢継ぎ早に展開されて、
久々にワクワクできた見ごたえのあるドラマで
あった。
　経営者でありながら、技術者としての矜持を
失わず、「何だこりゃ？」という困難に直面し

ても、「やればできる」と情熱を傾けたモノ造
りの姿を見て、まだまだ自分もがんばれると自
信を取り戻した人も多かったのではないだろう
か。
　さて、ここで終われば小学生の「感想文」だ
が、以下は、法務の視点からの下町ロケットの
「感想文」。（ドラマを見ていない方すみません）

２　ナカシマ工業との特許侵害訴訟

　中小企業の町工場である佃製作所は、ライバ
ルの上場企業のナカシマ工業から特許侵害で訴
えられた。特許侵害は明らかに言いがかりであ
り、ナカシマ工業の戦略は特許訴訟に勝つこと
ではなく、裁判を継続することで中小企業の資
金を枯渇させ和解の条件として佃製作所の株式
を取得し、佃製作所を子会社化して技術を手に

「下町ロケット」と
法務の視点
『営業秘密管理ガイドブック』改訂に向けて

加藤ひとみ
『営業秘密管理ガイドブック』
改訂のための編集委員会発起人

研究会ＢＯＸ

研究会

ＢＯＸ 　現在、経営法友会では、2010年に刊行した『営業秘
密管理ガイドブック〔全訂第２版〕』の改訂の準備を進
めている（当会HPにおいて２月19日（金）までの間、編
集委員会〔研究会〕メンバーを募集中。「CATCH�UP!�

HOYUKAI」本号10頁参照）。
　筆者は、本書の発刊当初から作成に参加させていただ
いており、今回の見直しにも参加することになったので、
今回の改訂において期待される事柄について考えてみた
い。営業秘密管理指針や法律の改正があったことはもち
ろんであるが、現在営業秘密保護を考える上で重要な素
材が、最近人気を博したドラマの中に山とあることを、
確認しておくことからまずは始めたい。
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研究会ＢＯＸ

研究会

ＢＯＸ

入れることであった。これに対して、佃製作所
は、敏腕特許弁護士のアドバイスにより、ナカ
シマ工業の主力商品に対して特許侵害訴訟とい
う逆訴訟を起こし、最終的にナカシマ工業は多
額の和解金の支払いと自らが起こした佃製作所
に対する特許侵害訴訟を取り下げるという条件
で和解に応じて、実質的には佃製作所が勝った
というのが前半のストーリーである。
　両者の特許紛争は、もともとは佃製作所が出
願した特許の定義に穴があったため、ナカシマ
工業はその穴をついて特許を取得したことに端
を発する。
　大手のライバル会社から訴えられたというこ
とが得意先を刺激して、受注キャンセルが相次
ぎ、佃の資金繰りは悪化してしまった。当初、
佃は、親の代から何となく付き合ってきたが、
ほとんど技術を理解できない町の弁護士に特許
裁判への対応を依頼したがナカシマ工業との特
許訴訟にはまったく歯が立たず、ますます窮地
に陥った。そこで、敏腕弁護士が登場するわけ
であるが、ドラマでは、敏腕弁護士は、膨大な
資料を短時間で読み込んだことを示すために、
段ボール箱から取り出した分厚い資料には多く
の付箋が貼ってあり、いかにも技術を理解し頼
りがいのあるアドバイザーであることを印象付
ける演出だった。佃製作所の特許出願に穴が
あったことを発見したのもこの弁護士で、逆訴
訟を仕掛ける提案もこの弁護士から出されたも
のであった。
　ここで、法務の視点。弁護士は医者と同じで
専門性が必要。結果のでない総花的なアドバイ
スではなく、企業のニーズを的確に捉えたアド
バイスが求められる。でも、どうやってそんな
「先生」を探せばよいのか。そんな時こそ、当
会のような法務担当者のネットワークの場の存
在がありがたい。

３　ガウディ計画

　下町ロケットの後半は、心臓弁膜症の人工弁
開発に関するお話。
　佃製作所は自社特許のバルブシステムを帝国
重工の開発するロケットへ供給を行っているが、
部品の完全内製化を目標とする帝国重工の一部
の人間は、中小企業が大企業と互角に取り組む
ことを快く思わず、中小企業を見下している。
そんな中、NASA出身の社長が率いるサヤマ
製作所が帝国重工に強力にアプローチし、バル
ブシステムの納入に関して佃製作所はサヤマ製
作所とのコンペを求められ、両者の戦いは「中
小企業」対「NASA」のイメージ合戦の様相を
呈してきた。佃製作所は製品の性能では優位を
保ったもののビジネスの駆け引きではサヤマの
後塵を拝してしまい、帝国重工へのバルブシス
テムの納入が叶わなくなってしまった。その結
果、「ロケット品質」と謳っている佃の技術へ
の信用が揺らいでしまい、佃の経営はまた不安
定になってしまった。
　そんな中、佃製作所は地方の大学教授の一村
から心臓に埋め込む人工弁を開発するガウディ
計画」への参加を求められた。許認可を要する
医療機器分野へのビジネス参画は困難であり莫
大な資金も必要とするが、佃は病に苦しむ患者
のために人工弁の研究開発を行うことを決意し
た。一方、ロケットのバルブシステムで佃のラ
イバルであるサヤマは、一村のかつての上司で
ある貴船教授と組んで人工心臓の開発・製造に
乗り出していた。元々この人工心臓の開発は一
村のアイデアであったが、貴船教授が自分の研
究として横取りし、邪魔になった一村を現在所
属する地方の大学に追いやったのである。
　当初、佃は貴船教授の人工心臓のバルブ開発
を依頼されていた。そんな中、仕事の評価に不
満を募らせていた研究員の中里が、研究開発部



経営法友会リポート　No.504　2016.216

研究会ＢＯＸ
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長がふと思いついたバルブの改良図面を持ち出
してサヤマに転職した。また、サヤマと貴船教
授は、貴船が懇意にしている医療機器の許可権
限を持つ役人を巻き込んで一村の人工弁開発を
つぶそうとしていた。しかし、サヤマに転職し
た元佃の中里は、サヤマが人工心臓のバルブの
耐久性データを偽造していたことに気付き、さ
らにその事実を示すデータが新聞社に流出した。
データを流出させたのは、中里ではなくサヤマ
の社員で元開発担当者だったが今は不遇の扱い
を受けている横田であった。マスコミ報道に
よって、データ偽造されて開発された人工心臓
を使用した臨床試験を受けた患者が亡くなった
ことが公になりサヤマらに警察の捜査が入るこ
とになった。この問題を受けて、帝国重工はロ
ケットのバルブシステムの供給について佃を再
採用することにした。人工弁開発も、帝国重工
の協力のもと、開発に成功し許認可を得ること
になった。
　ここでまた、法務の視点。
①　情報管理の重要性をお茶の間に
　佃の元研究員・中里は、上司が作成した図面
を持ち出してサヤマに転職した。これは営業秘
密の持ち出しにあたるだろうか。転職先で自己
が優位な取り扱いを受けることを意図して営業
秘密を持ち出した行為は不正競争防止法上の侵
害行為にあたり、処罰の対象になる。しかし、
その前提として当該営業情報が「秘密管理性」
の要件を満たす必要がある。佃製作所の上司の
研究者は、自分が作成した改良案を営業秘密と
して認識していなかったように思える。また、
会社として、まだアイデアレベルの情報につい
ては秘密管理性の要件を満たす管理（表示、施
錠、アクセス管理等）を行っていなかったよう
にも思える。
　このドラマでは、本人たちが重要と認識して
いなくても価値ある情報が足元に転がっている
可能性があることを図らずも示してくれた。一
般の視聴者にも情報の管理がいかに重要かを広

く教えてくれた。法務の視点からついでに言う
ならば、佃製作所では、営業秘密管理に関する
就業規則上での取り決め、退職する際の誓約書
の提出等はどうしているのか、気になってし
まった。
②　内部通報者・横田の処遇は
　サヤマがデータ偽造を行っている情報を新聞
記者に流出したサヤマの研究員横田は、企業の
内部通報者として公益通報者保護法上の保護の
対象となるだろうか。
　同法では、通報対象事実を、「個人の生命又
は身体の保護、消費者の利益の擁護、……国民
の生命、身体、財産その他の利益の保護にかか
わる」法律に規定する犯罪行為と規定している。
人工心臓のバルブの耐用時間の偽造は患者の生
命に直結する問題なので、同法の保護対象とな
り、サヤマが情報流出者に不利な扱いをするこ
とが禁じられている。ドラマの場合、横田はサ
ヤマを退職することを視野に入れているが、退
職金をもらえたか気になる。サヤマは警察の捜
査を受け、企業の存続は叶わなかったと想像で
きるが、もし、存続できていたら、これを機に
当会の『内部通報制度ガイドブック』を参考に
して「内部通報制度」を採用し自助努力を行っ
て再生してほしい。
③　共同研究の落とし穴を示唆
　貴船教授は、教え子の一村教授から人工心臓
のアイデアを奪って、自分が第一人者として学
会に君臨しているが、もし、貴船教授が人工心
臓に関する特許出願をしていた場合、特許法上
の「冒認」出願にあたる可能性がある。貴船教
授は企業と組んで開発を行っていたので、共同
研究の成果を特許出願していたかもしれない。
　企業が大学の研究室と行う共同研究において
は、発明者の特定をしっかりしておかないと冒
認出願により得られた特許権は無効となるので
注意が必要である。
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研究会ＢＯＸ

研究会

ＢＯＸ

４　ガイドブック改訂に向けて

　中小企業白書によれば、常用雇用者300人以
下の中企業と20人以下の小企業を合わせて中小
企業と言い、国内の全企業数に占める中小企業
の割合は99％を超える。佃製作所のような中小
企業がほとんどであり、優れた技術力を持ちな
がらその価値に気づかない場合や、気づいてい
ても無防備な企業はかなり多いと想像される。
そうしてみると、このような企業で日々生まれ
ている情報（技術情報に限らず）は、国単位で
みれば他国に対する競争力の源泉であり、単独
　の企業にとっても国内外に限らずライバルに
対する優位性に寄与するものであり、営業秘密
が流出することは大きな損失である。
　不競法が強化され、経済産業省が平成15年１
月に策定した営業秘密管理指針は４回の改訂を
経て、平成27年１月には全面的に改訂されて
「法的に営業秘密として認められるための管理
方法について、事業者にとってより分かりやす
い記載とするよう改め」られた。
　当会では、『営業秘密管理ガイドブック』を
発刊（全訂第２版）しているが、前回改訂から
今日までの５年の間、下町ロケットに見られる
ような営業秘密に対する意識の高まり、加速す
る人材の流動化、さらに裁判例が増えてきたこ
となどを背景として、部分的に手を入れるとい
うこれまでの改訂ポリシーとは異なる、全面的
な見直しを計画している。
　筆者は、本書の発刊当初から作成に参加させ
ていただいており、今回の全面見直しにも参加
することになったので、以下に個人的な思いを
記する。
　本書には営業秘密保護に関するひな形類が多
く掲載されている。実務の参考資料となること
を予定していたものであるが、一部の先行する
大企業を後追いするような背伸びしたサンプル

だけでなく、企業規模や実態に合わせたサンプ
ルの収集を厚くし、具体的な施設管理や情報セ
キュリティ管理の実施例も取り上げて、中小企
業の範疇に入る企業にも参考となるような身近
なガイドブックであれば使いやすい。
　また、不競法の側面から、これまでは情報を
故意に抜き出すことにフォーカスしがちであっ
たが、人材流動の観点からも検討を加えてはど
うだろうか。企業としては優秀な人材は欲しい
が自社の優秀な人材は引き抜いてほしくないと
いう本音があり、転入転出する者に対して、ど
こまで何ができるかという観点からの検討があ
れば実務的に役立つと考える。さらに、EUの
個人情報保護強化の報を受け、データプロテク
ションの観点も視野に入れても面白いかもしれ
ない。
　あれこれ欲張ると「総花」になる懸念もある
が、いずれにしても実務家が集まる当会のメ
リットを最大限生かして、実務的な内容のガイ
ドブックとなることを期待している。

（かとう・ひとみ）

研究会ＢＯＸ

研究会

ＢＯＸ
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■当社の紹介
　1946年、東京・日本橋馬喰町で有限会社アサ
ヒ商会として設立されました。1949年、株式会社
日光商会に改組改称し、商標・NIKKOL の使
用を開始いたしました。1964年、現在の社名であ
る日光ケミカルズ株式会社に改称いたしました。
　1951年の日本初の非イオン性界面活性剤の国
産化をはじめ、さまざまな技術革新に取り組ん
でまいりました。特に近年は、サステナビリ
ティに配慮した製品の導入や、原料の製造会社
に協力することによる環境への取組みを強化し
ております。
　“開発・提案型企業” として、化粧品をはじ
めとした幅広い分野にユニークな原料、技術、
サービス、情報を提供しております。また、海
外約45 ヵ国においても強力なセールスネット
ワークを展開しております。グローバルな視野
で人々の生活に貢献してまいります。
■法務部門の名称
　企画部　法務グループ
■法務部門の沿革
　法務分野の強化・整備をめざして、2014年４
月、法務管理室として発足。2015年４月より、
現在の組織に変更。
■法務部門の組織上の位置付け

マーケティング部

企画部 企画グループ

法務グループ

■法務部門の人員・構成
　計６名（男性２名・女性４名）
　　内訳：契約書担当４名（兼務）
　　　　　商標担当２名（兼務）
　　　　　薬事担当２名（兼務）

■法務部門の所管業務
　主な所管業務は、次のとおりです。
　①契約書の内容確認・作成、②法的対外交
渉・対応、③コンプライアンス、④法務関連情
報収集、⑤商標。
■法務部員の社内での教育
・	外部と締結予定の契約書の内容確認を中心と
した OJT。顧問からの助言・自社のビジネ
スの特徴を考慮した部員間での意見交換を
行っている。
・	外部研修の参加報告（得た知識をアウトプッ
トすることで知識が整理され、より深く習得で
きる。また、部内での共有も目的としている）。
■法務部員の社外での教育
・外部研修への参加。社内で参加報告を行う。
・	他部門・国内外グループ会社での短期研修
（研修先との情報交換や、業務の状況把握を目的
としている）。
■社員に対する法務教育
・契約書に関する社内セミナーの主催。
・	面談の実施（契約書の内容説明や、締結先との
交渉の助言等を行う）。
・	支店・グループ会社への出張セミナー・法務
相談会の実施。
■弁護士との関係
　弁護士事務所（２ヵ所）
■今後の課題
　個人単位、部署単位ではなく、会社を挙げて
法務部門を発展させていくという意識が必要だ
と感じています。また、各部員は、法務の知識
をつけるとともに、契約書の内容確認時等には、
社内の依頼者が締結先様とよりスムーズに交渉
ができるよう回答に工夫を凝らすなど、日々改
善を重ねております。

	 （記　成田庸子）

日光ケミカルズ株式会社
▪業種　専門商社（化粧品原料）
▪資本金　１億2,000万円
▪本社所在地　	東京都中央区

▪従業員数　	単体 100名（2015年10月末日現在）
▪上場　非上場

わ が 社 の 法 務 状 況
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■当社の紹介
　世界中の人達が「生きる知恵＝知的情報」を
より自由に活用できる社会を創り、人々が幸せ
に暮らせる社会を創造するため、「専門家を
もっと身近に」を理念として、パソコン、ス
マートフォン、フィーチャーフォン、タブレッ
トなどのあらゆるデバイスから人々と専門家を
つなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」、
「税理士ドットコム」を提供しています。
　その他、電子契約である「クラウドサイン」
の開発・運営も行っております。
■法務部門の名称
　事業戦略本部　経営企画部
■法務部門の沿革
　上場後、弁護士社員が入社したことを機に、
管理部から切り離して設立。
■法務部門の組織上の位置付け

事業戦略本部

経営企画部

■法務部門の人員・構成
　計２名（男性２名）
■法務部門の所管業務
　主な所管業務は、次のとおりです。
　①　サービス全体の適法性審査、法律相談
　②　弁護士会会務活動
　③　契約書審査
　④　紛争・訴訟対応
　⑤　M&A・提携対応
　⑥　コンプライアンス促進
■法務部員の社内での教育
　企業にて法務経験を有する弁護士が社員とし

て入社したこともあり、社内の法務・コンプラ
イアンス、契約書審査などについてはOJT で
指導を行っております。
　また、提携先である法律事務所オーセンスの
弁護士が法務部にパートタイム出向しており、
これらの弁護士に指導を受けることもできます。
■法務部員の社外での教育
　各種セミナーや勉強会に積極的に参加してお
ります。
　また、当社のクライアントである弁護士の先
生方との交流を通じ、法務の研鑽に努めており
ます。
■社員に対する法務教育
　定期的に法務・コンプライアンスに関する研
修・勉強会を実施しております。経営企画部と
は、常にチャット、メールにて円滑なコミュニ
ケーションを図れるようにしております。
■弁護士との関係
　顧問契約を締結している複数の弁護士の先生
に、一般の法律相談や株主総会指導等を依頼し
ております。その他、社内に在籍する弁護士や、
提携関係にある法律事務所オーセンスの弁護士
にも依頼をしております。
■今後の課題
　上場後、飛躍的に増える法務の業務に対し、
人材の強化、知見の蓄積が求められています。
　また、既存事業のみならず、新規の事業も今
度展開していくことを予定しており、事業の適
法性につき、慎重かつ正確な判断が求められる
ため、法務に加え、ウェブやマーケティングの
知識の研鑽に努める必要があります。

	 （記　田上嘉一）

弁護士ドットコム株式会社
▪業種　通信業
▪資本金　４億1744万円
▪本社所在地　	東京都港区六本木2-4-5	

興和六本木ビル

▪従業員数　	単体 63名（2015年12月末日現在）
▪上場　非上場

わ が 社 の 法 務 状 況
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■当社の紹介
　マスミューチュアル生命は、2001年に米国総
合金融グループ「マスミューチュアル・フィナ
ンシャル・グループ」の一員となり事業を展開
しております。
　当社の経営方針は、以下の通りです。

＜Mission ＞
　真に社会に貢献する商品・サービスを常
に提供し続ける最良の保険会社を目指す
＜Value ＞	 ・カスタマーフォーカス
	 ・チームスピリット
	 ・フロンティアスピリット
＜Vision ＞
　社員一人ひとりの誠実な対応、革新的な
商品、高品質なサービスを通じ、世代を超
えた安心を提供することで、お客さまとそ
のご家族から信頼される会社
「未来の家族との心をつなぐお手伝い」

　この経営方針のもと、シニアマーケット、法
人マーケットを中心に、提携金融機関、代理店
を通じて、お客様目線に立った商品を提供して
います。
　2014年８月、成長戦略の加速、事業継続体制
の拡充を目的に、福岡本社を設立し、2015年４
月より本格稼働致しました。東京・福岡の２拠
点での常時デュアルオペレーションを実現する
ことにより、より一層安定したサービスの提供
をしていきたいと考えます。

■法務部門の名称
　法務部
■法務部門の沿革
　2008年３月、リスク管理およびリーガル・コ
ンプライアンスの機能強化を推進するため、リ
スク管理・コンプライアンス部をリスク管理部
とリーガル・コンプライアンス部に分離しまし
た。
　さらに2012年１月にはビジネス・ラインの多
様化等に伴う態勢強化を目的としてリーガル・
コンプライアンス部をコンプライアンス統括部
と法務部に分離しました。
■法務部門の組織上の位置付け

担 当 役 員

法　務　部

　※	コンプライアンス部門も管下に置く担当役員の
もと、法務・コンプライアンス部門が連携しつ
つ業務にあたっています。

■法務部門の人員・構成
　計５名（男性３名・女性２名）
　法務部長のもと、法務部員４名が在籍してい
ます。日本の弁護士資格保有者は２名です。
■法務部門の所管業務
　主な所管業務は、次のとおりです。
　①　リーガルチェック
　②　訴訟対応
　③　法令等の制定・改正時の対応
　④　内部者取引、利益相反管理
　⑤　社則管理

マスミューチュアル生命保険株式会社
▪業種　生命保険業
▪資本金　480億円
▪本社所在地　	東京都品川区大崎

▪従業員数　	単体 360名（2015年３月末日現在）
▪上場　非上場

わ が 社 の 法 務 状 況
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■法務部員の社内での教育
　法務部内での勉強会、およびコンプライアン
ス部門との合同勉強会を定期的に実施していま
す。業務に役立つテーマを各自が選択し、自作
の資料等を用いて説明することによって、相互
に知識の習得に努めています。
　また、若手社員に対しては指導担当者を置き、
OJTを実施しています。
■法務部員の社外での教育
　各種団体や法律事務所等が主催している社外
でのセミナー等に参加しています。研修後は、
概要を報告し、資料を回覧するなどして部内で
情報共有を図っています。
■社員に対する法務教育
　コンプライアンス研修やコンプライアンス・
マニュアルを通じての法令等の周知や、法務相
談の事例紹介等により教育を実施しています。
法務教育を積極的に実施していくことが今後の
課題であるといえます。
■弁護士との関係
　法律事務所と顧問契約を結び、広く保険関係
の法律問題について相談をしています。このほ
か、顧問先以外の法律事務所にも個別に依頼を
しています。個々の事案に応じて、問題の解決
に最適であると考えられる法律事務所に相談を
しています。

■今後の課題
　①　教育
　昨今、複雑化する法務業務に対応することが
できる豊富な法的知識・経験を有する人材を育
成することが課題として挙げられます。
　また、法務部以外の社員に対して、法務関連
事項の情報発信や、研修の実施など、法務教育
をより一層積極的に行っていく必要があると考
えています。
　②　業務
　効率的かつ有用な業務遂行の実現のため、
リーガルチェック結果をデータベース化するな
どの対応を検討していきたいと考えています。

	 （記　佐々木秀朗）
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本月例会の主旨
　本月例会の主旨は、現在、すべての企業に
おいて、重要な経営課題である「危機管理

（＝ Crisis Management、以下「CM」という）」
において、法務部門が果たすべき役割は何か
考えること、また、我々日本企業の法務部門
の比較対象として、CM 発生時に法務部門が
重要な役割を担っている米国企業の取組みを
学び、我々日本企業の課題を明らかにするこ
と、にありました。
概　要
⑴　パネルディスカッション（Part-1）

　米国ニューヨーク州弁護士である島田氏・
野田氏が、主たるパネラーとして説明。日本
企業の米国現地法人に米国司法省から、カル
テル疑惑で召喚状が届いた、という事例が設
定され、①召喚状到着時の初期対応、②内部
調査、③司法省調査が一段落した後の社内課
題、という３シーンに分けて、それぞれの課
題が検討されました。
　米国は訴訟社会であるため、各社が法務部
門 責 任 者（ ＝ General Counsel、 以 下「GC」
という）に期待する役割・権限が大きいこと、
必然的に CM が発生した場合、GC は発生直
後からクローズまで、対応の中心になるだけ
でなく、次々に発生するタスクや課題を、迅
速かつ適切に対応することが求められる旨が
解説されました。

⑵　パネルディスカッション（Part-2）
　横河電機の髙林氏と Ji2の森氏が、Part-1
の対比として日本企業の事例として、事前準
備段階〜 CM 発生・対応段階〜 CM 終了後、
の各段階の取組状況を紹介。
　その上で、①企業グループが大きくなれば
なるほど本社法務部の目が現場部門まで届き
にくくなる点、②大企業ほど、危機管理・リ
スク管理・コンプライアンス等の管理部門が
増え、CM 発生初期段階で法務部に情報共有
されにくくなる点、③ CM 発生・対応段階
において、重要な意思決定が次々となされて
いるものの、法的側面での検討が充分か否か
不明である点、等が問題として提起されまし
た。
⑶　まとめ

　米国は訴訟社会であるという背景もあり、
CM 発生時には、GC が全社の司令塔となる。
一方、日本企業において、CM 発生時に法務
部門が全社の司令塔になることは稀である。
　そこで、「司令塔」は無理であるとしても、
法務部が「扇の要」となり、社内情報の集
約・整理を行いつつ、発生事象に対する法的
要件を適宜助言し、CM 収束後の法的リスク
発生を回避・抑止するのが理想ではないか？
　との問題提起がされました。

パネルディスカッション
クライシス・マネジメント（危機管理）における企業法務
部の新たなるチャレンジ ─日米比較、リスクの比較を交えて

コーディネーター　東京大学大学院 法学政治学研究科 教授　平野温郎氏
パネリスト　ニューヨーク州弁護士／シドリー・オースティン LLP パートナー　島田芳樹氏
　　　　　　ニューヨーク州弁護士／シドリー・オースティン LLP カウンセル　野田玲子氏
　　　　　　横河電機 法務室 マネージャー　髙林佐知子氏
　　　　　　Ji2 管理本部 法務・コンプライアンス担当　森　　健氏
開催日時　2015年11月11日（水）午後２時〜５時
開催場所　AP 東京八重洲通り　７階会議室

東 京 開 催

危機時に法務部員が本当になすべきことは何か？
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法務部員が本当になすべきことは何か
⑴　CM発生時：法務部員の役割とは

　どのような CM が、いつ発生し、企業に
どのような影響を与えるかを予見することは
不可能です。しかし、CM 発生時に我々がな
すべきことは決まっています。それは、発生
事象を常に追いかけ、法的側面から誤った方
向に進まないよう、適宜助言を発信し続ける
ことです。
　ここ数年の日本企業においても、大規模災
害で従業員に死傷者が発生し安全管理義務違
反を問われた事例や、企業不祥事により株主
代表訴訟が提起された事例が発生しています。
我々法務部員にとって、CM 時の対応は、決
して無視できない事象です。
⑵　CM発生時を見据えた平時の法務部員
の業務とは

　一方で、CM 発生時に、発生事象を常に追
いかけ、法的側面から誤った方向に進まない
よう、適宜助言を発信し続けるために、平時
の我々に何が必要でしょうか？
　答えはいくつもあると思います。その中で
私が最も大切ではないかと思っているのは、
CM 発生時に限らず平時においても、企業内
で同じ役割を担い続けることです。私自身の
個人的な経験にすぎないかもしれませんが、
何か問題が起きたときには、気が付くと、常
日頃コミュニケーションを取り何かと役に
立ってくれる人を頼ろうとしています。そう
いった方は多いのではないでしょうか？
　本月例会では、CM 発生時に扇の要になる
のが理想ではないか？　との問題提起があり
ました。しかし、日々の業務と我が身自身を
振り返ると、CM 発生時にその役割を担うに
は、実は平時でも常に扇の要にいないと役割
を果たせないのではないか？　との思考に至
りました。
　我々法務部員は、法律を知ること、契約書
の確認や係争対応等、いわゆる法的に関連す

る業務に携わることがタスクです。しかしこ
れらはできて当たり前のことでもあります。
　自社の業務を知り、自社のリスクを把握し、
その上で平時・CM 発生時いずれの場合にお
いても、法的リスクから自社を守ることが、
我々法務部員が真になすべきことではないか
と思います。
　社内各部門と、仲良しこよしで充分な指摘
ができない関係になってはダメだし、逆に法
知識や原理原則論ばかり振りかざし煙たがら
れてもダメです。「うるさいこと言うけど頼
りになるよね」と言われる法務部員が理想で
はないでしょうか？　相当高いハードルでは
ありますが。
⑶　CM発生時を見据えた平時の法務部員
の業務とは

　残念ながら、時間の関係で本月例会では触
れる余裕がありませんでしたし、私もこれと
いう答えを導けているわけではありません。
各社とも永遠の課題であると思います。
　法務部員としての職歴が浅いので、ぜひ各
社諸先輩方にどのようにされているのかご意
見を伺う機会を持てればと思っています。
⑷　最後に─本月例会において唯一残念
だったこと

　Part-1の時間が長かったと思われます。本
月例会がもしも「米国法人でのリーガルクラ
イシス対応」というテーマであれば満点以上
でしたが、CM 時の日米比較という主旨を踏
まえると、もう少し簡潔にして、どちらかと
いうと Part-2に重きを置く時間配分にして
いただいたほうが、テーマに沿った深堀がで
きたように思われました。
　しかし、全体的には大変ためになる月例会
でした。パネリスト・コーディネーターの皆
様、事務局の皆様ありがとうございました。

〔株式会社ベルーナ　法務部　廣瀬　暁〕
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会場の様子
　AP 東京八重洲通りのビルの会議室は、開
催時刻には、空席が見つからないほど人で一
杯になっていました。
　本月例会は、２部構成になっており、最初
に下山講師より平成28年の株主総会に向け
た留意点全般について、次に松本講師より具
体的な総会運営のポイントについて弁護士の
立場から経営者層にレクチャーされる内容に
ついてお話がありました。参加者の中には六
法持参の方もおられ、熱心にメモを取る様子
が見受けられました。
第１部：実務上の留意点の解説
⑴　改正会社法に関する留意点

　社外役員の要件の改正に関して、施行後最
初に終了する事業年度に関する定時株主総会
終結の時までは経過措置がありますが、３月
決算会社は平成28年６月総会後に特に社外
監査役が任期途中であっても社外要件を満た
さなくなる可能性があるため注意が必要との
ことです。
　また、「社外取締役を置くことが相当でな
い理由」については、総会での説明義務があ
るほか、参考書類および事業報告に記載が必
要であり、これは社外役員が２人以上いるこ
とをもって理由とすることはできないとされ
ている点の指摘もありました（会施規74条の
２第３項、124条３項）。

⑵　監査等委員会設置会社への移行
　移行状況について、東証市場第１部におい
て1,891社中104社が移行したとのデータが提
供されました（資料版商事法務377号28頁）。ま
た、移行する狙いとしては、監督機能の強化
やコーポレートガバナンスの向上、社外取締
役の活用が挙げられました。
　監査役会設置会社との相違点は、監査役会
設置会社が各監査役の独任制となっているの
に対して監査の主体は監査等委員会（機関審
査）となる点や、役員は取締役の１種類であ
り、任期は１年となることなどです。
⑶　コーポレートガバナンス・コード

　フルコンプライは CG コードをすべて実
施していることを示すため、総会で株主から
実施状況の説明を求められる可能性がある一
方、エクスプレインしている場合は総会後に
コンプライするよう努めることが望ましく、
いずれにしても CG コードに対するしっか
りした対応をすることが重要とのことでした。
⑷　株主への対応

　実質株主の総会出席に関しては全株懇のガ
イドラインが公表されたため、それに沿って
対応を行う必要があります。
　また、ISS のポリシーでは過去５期の平均
ROE が５％を下回る企業の取締役選任議案
について経営トップに反対推奨をしています。
社外取締役がいない場合も経営トップに反対
を推奨されているため留意が必要です。

平成28年度株主総会に向けた実践的な月例会

平成28年株主総会に向けての実務上の留意点の解説
─経営者の視点からみる総会運営のポイント

講　　師　三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部 会社法務コンサルティング室
　　　　　　主席会社法務コンサルタント　下山祐樹氏
　　　　　丸の内総合法律事務所　弁護士　松本伸也氏
開催日時　2015年11月17日（火）午後１時30分〜４時45分
開催場所　AP 東京八重洲通り　11階会議室

東 京 開 催
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第２部：経営者の視点からみる総会運営
のポイント

　休憩を挟み、第２部が開始されました。松
本講師が弁護士として経営者に対して株主総
会の事前レクチャーをする際のポイントをご
教授いただきました。
　経営者（主催者）の視点からは、株主が総
会に出席して安心感、満足感を持って帰って
もらうという点に主眼を置くべきであり、議
長はその達成に全力を注ぐべきであるという
ことを強調されていたように思います。
　株主は、大多数が会社のファンであり、異
端株主はごく一部であること、総会は、主催
者（会社役員）と招待者（株主）との共同作
業であり、前者の報告・説明と後者の質問の
キャッチボールができるよう、議長がマネッ
ジすることが肝要であるとのお話がありまし
た。
　具体的には、⑴議長は自信を持ち堂々とし
た受け答えをしていると株主に印象付ける必
要があり、⑵議長は司会進行役としてエネル
ギーの大半を使ってよい、⑶議長は議事采配
のために決め台詞を持っておくことが重要で
ある、との指摘がありました。
　特に、質問と言い難い質問が続きそうな雰
囲気の場合は、議長は質の高い質問への誘導
を図り、株主に議案や経営に関する質問をさ
せることが肝要だとのことです。
　また、株主の乱暴な言葉遣いや、いちゃも
んのような質問は打ち切る必要があるが、同
時に説明義務を尽くし株主総会取消訴訟が提
起されるリスクを回避しなければならないと
のことです。
　そのためには議長の余裕を持った議事采配
が必要であり、議長は総会スタッフから株主
総会に関する一般情勢や同業他社情報をあら
かじめ十分に収集し、自社の立ち位置を把握
しておくことが大切であるほか、シナリオお
よび審議方式を理解しておくべきであるとの
指摘がありました。

　一方で、役員の説明義務としては、常識的
な範囲で誠実に説明すれば足りるのであり、
決議事項に関連しない報告事項についての質
問に対する説明義務違反があっても取消事由
とはならないとの指摘がありました。そもそ
も説明義務を尽くしたかどうかは定性的な判
断であり、議場において正確に判断すること
は不可能であるとの示唆もなされました。
　なお、事務局は想定問答集を作成するが、
概数とキーワードが記載されていることが重
要であるとの指摘がありました。これらを参
照したうえで、答弁者は、自らが株主からの
質問に対して真摯に質問を受け止めているか
を自問自答し、株主に満足してもらえるよう
に積極的に説明しようとする姿勢が重要であ
り、また、同業他社比較の中での当社の位置
づけを考え、時間軸を俯瞰的に捉えたマクロ
指向の答弁が必要であるとの指摘がありまし
た。
　以上を踏まえ望ましい事務局のあり方とし
ては⑴議長が自立し自信を持って議事運営を
できるところまで準備を行うこと、⑵議長に
情報を正確にインプットし自社の総会運営は
他社と遜色がないという認識を持たせること、
⑶議長だけではなく答弁役員に準備をさせ答
弁役員の回答に対して議長が補足する程度の
答弁にすること、⑷概数やキーワードを記載
した短めの文章で構成された実践的な想定問
題集を作成すること、が重要であるとのこと
でした。
　当社は非上場会社ですが、親会社の株主総
会運営の支援をしております。同社は12月決
算、３月総会会社のため、次期総会の検討を
しているところであり、本セミナーは、実践
的なお話を拝聴できたため、大変参考となり
ました。今回の内容をぜひ次期の総会運営に
生かしたいと考えております。

〔株式会社シーエーシー
法務コンプライアンスグループ　希代朋子〕
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超一流の講師による講演会
　11月下旬のある肌寒い日、東京駅八重洲口
から歩いて数分の好立地に所在する「AP 東
京八重洲通り」11階にある広い会議室は、た
くさんの人で溢れていました。300名は入る
のではないかと思われる広い会場は、企業の
法務担当者の方々の熱気でいっぱいです。彼
らのお目当ては、経営法友会主催の月例会で
開催される森・濱田松本法律事務所の弁護士、
澤口実先生の講演会。澤口弁護士は、毎年実
施される日本経済新聞の「企業法務・弁護士
調査」ランキングで常に上位にランクインし
ている人気、実力ともに超一流の弁護士です。
人気の先生なので、会場が混み合うだろうと
予測し、若干早めに会場入りしたのですが、
会場はすでに一杯で、参加者の皆様は興奮気
味に、澤口先生の講演が始まるのを今か今か
と待っている状況でした。
CGコード後の取締役会運営実務の課題

　今回参加した月例会は、「これからの取締
役会運営の実務」というテーマで開催されま
した。コーポレートガバナンス・コード（以
下、「CG コード」といいます）の適用が平成
27年６月から開始され、各上場会社は、CG
コードを踏まえたコーポレートガバナンス報
告書を東京証券取引所等、各取引所に提出し
ていることと思います。CG コードは、提出
することがまず第一段階ですが、それは企業
にとって序章にしかすぎず、CG コードを踏
まえて、企業のガバナンスをどう向上させて
いくかが今後の課題であり、企業法務担当者
の課題でもあろうと思います。CG コードで

は、取締役会にかかわる原則が数多く規定さ
れており、今回、澤口弁護士の月例会に多数
の参加者が訪れたのは、CG コードを踏まえ
た取締役会の運営について多くの法務担当者
が関心を寄せている現れなのではないかと感
じました。私も CG コードを踏まえた取締役
会の運営について関心を寄せる法務担当者の
一人であり、今後の取締役会において、CG
コードをどのように活かしていけばよいのか、
暗中模索する中での月例会参加でした。
実務上の課題に対する明快なご説明

　この課題について、澤口弁護士は、明快な
語り口でわれわれに語ってくれました。たと
えば、CG コードを現行の取締役会運営の実
務に反映させていく際の課題の一つとして、
CG コード原則のうち、どの原則を取締役会
の付議事項とするのかという課題があります。
現行の取締役会では、法令の基準に合わせて、
各社取締役会規則等の内規で決議事項および
報告事項を規定し、それに則って取締役会に
議題を上程していることと思いますが、CG
コードでは、各原則について取締役会におい
て決議すればいいのか、報告とすればいいの
かが明確に示されておりません。これは CG
コードが、必ずしも現行の会社法を前提とし
た取締役会の枠組みに基づいて規定されてい
るわけではなく、もっと政策的な大上段から
の原則を規定していることにより起こるのだ
と思われますが、取締役会の運営実務を担当
する法務担当者からすると、少々気持ちの悪
い状況でした。この点について、澤口弁護士
は明快なご説明を述べられました。取締役会

超一流の専門家が CG コード後の取締役会運営実務について語る

これからの取締役会運営の実務
講　　師　森・濱田松本法律事務所　弁護士　澤口　実氏
開催日時　2015年11月25日（水）　午後２時〜４時
開催場所　AP 東京八重洲通り　11階会議室

東 京 開 催
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の職務としては業務執行の決定等があり、取
締役に委任できない専決事項として、重要な
財産の処分、譲受け、多額の借財、あるいは
内部統制関係の決議事項等があります（会社
法362条参照）。しかしながら、この中に CG
コードに関する決議事項は入っておらず、今
までのように、会社法に則って取締役会の審
議事項を抽出する方式にプラスアルファする
発想では、付議事項作成方式として対応する
ことがもうできないのではないか、会社法の
定めによる取締役会の付議事項の抽出には限
界が生じてきていると問題提起し、CG コー
ドの趣旨を各社の事情に合わせて付議事項を
抽出していく必要があるのではないかとご説
明されました。その上で、一つひとつの原則
について丁寧に報告事項にすべきか、決議事
項にすべきかを明確に切り分けられていきま
した。
月例会参加で得られた有益な示唆

　CG コードには、取締役会が主語として表
れている原則だけでも25個あり、その他にも
取締役会が主語として明示されていなくても、
取締役会で審議すべきと思われる事項がいく
つもあるので、その数は膨大なものとなりま
す。CG コードの影響によって取締役会の付
議事項が増加している以上、取締役会審議の
実効性を担保するには、増えた分重要性の低
い事項については減らしていかないとならな
い、社外役員の増加に伴い取締役会の審議が
長引く傾向にあるので、従来からの付議事項
については絞っていく必要があるのではない
かとのことでした。たしかに、CG コードに
対応するため、単に取締役会の付議事項を増
やしてしまうだけでは、取締役会の開催回数
や開催時間の長さにも限りがあることから、
取締役会が単なる報告会の場になってしまい、
実効的な審議の場にならない懸念があります。
単純に付議事項を増やし、決議事項、報告事

項の切り分けを行うだけでは、取締役会の実
効性をかえって没却してしまうことになりか
ねないということに気付かせていただきまし
た。もし澤口弁護士の月例会をお聞きしてい
なかったら、取締役会付議事項の変更だけに
注意がいってしまい、取締役会の運営実務に
おいて後々混乱が生じる事態になってしまっ
ていたかもしれません。非常に有益な示唆を
与えていただきました。
　また、澤口弁護士の用意されたレジュメは、
30頁にもわたるボリュームのあるもので、決
議事項、報告事項の変更案についても記載さ
れており、企業の法務担当者にとって大変価
値の高い資料となっておりました。
月例会参加のススメ

　経営法友会主催の月例会の一番の魅力は、
澤口弁護士のような超一流の専門家の講義を
生で体感できるところにあります。今回、澤
口弁護士の月例会に参加して、CG コードに
対応した取締役会付議事項の改定等について、
多くの気付きや学びを得ることができ、実務
に活かすことができました。やはり一流の方
はオーラが違います。書籍等だけで拝見する
よりも実際に講師の熱気や会場の雰囲気を感
じながら学ぶほうが得るものが大きいように
思います。月例会は、日々の多忙な業務の合
間を縫っての参加となるため、何かと参加が
難しいことがあるかもしれませんが、多少無
理をしてでも参加することをおススメいたし
ます。超一流の専門家のお話を肌で感じて、
聞き、学ぶことは、いずれ自身の血となり肉
となり、必ずや自社の課題を解決する気付き
や糸口がつかめるきっかけの一つになるので
はないかと思います。
〔株式会社ミロク情報サービス　経営管理本部

人事総務部総務グループ　久米善彦〕
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今回の月例会に申し込んだ理由
　以前、下請法をテーマに社内研修の講師を
する機会があり、それをきっかけに他部署の
方から下請法について相談される機会が増え
ました。しかし、実務経験の不足から即答す
ることができず、もどかしい思いをすること
もありましたので、実務経験豊富な講師の方
より下請法に関する最近の動向や具体的な事
例を伺って今後の参考にさせていただこうと
思い、月例会に参加いたしました。
幅広い年齢層が集った会場

　会場には若手の方からベテランの方まで幅
広い年齢層の方が多数参加されており、講演
後に参加者からの質問も多く、各企業にとっ
て非常に関心の高いテーマであると感じまし
た。
講師について

　公正取引委員会事務総局　近畿中国四国事
務所の下請課長として最前線で活躍しておら
れる真中伸行氏が講師を務めてくださいまし
た。実際にあった事例をわかりやすく分類し
つつ、重要度に合わせて強弱をつけながら丁
寧に説明してくださいました。レジュメには
遵守すべきポイントが簡潔にまとめられてお
り、親事業者が違反しがちな行為や、違反し
ないために留意すべきポイントについて、具
体的な事例を交えながらご説明いただきまし
た。

特に指導件数が多い項目は
　下請法では、親事業者に対して４つの義務
と11項目の禁止事項が課せられています。参
加者のほとんどが下請法の資本金区分におい
て「親事業者」にあたる企業に勤務しておら
れるということで、主に親事業者の観点から
下請法について解説いただきました。その中
から、特に指導件数が多い項目を以下でご紹
介します。
⑴　下請代金の支払遅延の禁止

　「下請代金の支払遅延の禁止」は、下請法
において定められている親事業者の禁止事項
の一つであり、下請代金の支払期日までに支
払わなかったときは、物品等を受領した日

（または役務が提供された日）から起算して60
日を経過した日から実際の支払日までの期間、
遅延日数に応じて未払金額に年率14.6％を乗
じた額の遅延利息を支払わなければいけませ
ん。真中氏によると、この支払遅延による指
導件数が毎年大半を占めるようです。
　当該禁止事項に関して注意すべきは、下請
法に定められている「受領拒否の禁止」や

「返品の禁止」とは異なり、下請事業者に何
らかの責任があったとしても、親事業者は
60日以内に下請代金を支払わなければなり
ません。
　たとえば、下請事業者から請求書の提出が
遅れたことを理由に下請代金の支払いが遅れ
たとしても、親事業者は支払期日を経過して

親事業者としての自覚が重要：
下請法遵守の留意点をわかりやすく解説

平成26年度における近畿地区の下請法の運用状況の 
解説

講　　師　公正取引委員会事務総局　近畿中国四国事務所　下請課長　真中伸行氏
開催日時　2015年12月７日（月）午後２時〜４時
開催場所　ホテルモントレ大阪　７階 パルフィ

大 阪 開 催
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下請代金を支払うことは許されません。
⑵　買いたたきの禁止

　「下請代金の支払遅延」に続き、親事業者
に対する指導件数が２番目に多いのが「買い
たたきの禁止」です。買いたたきとは、下請
代金を決定するときに、発注した内容と同種
または類似の給付の内容（または役務の提供）
に対して通常支払われる対価に比べて著しく
低い額を親事業者が不当に決定してしまうこ
とをいいます。
　買いたたきに該当するかどうかは、価格水
準（市価に比べて著しく低いかどうか）と、決
定方法（不当に定められたかどうか）によって
判断されます。これらの事実認定は非常に難
しい面があるものの、この「買いたたきの禁
止」違反として指導される企業も多いようで
す。
　具体的には、大量発注を前提に見積りさせ
た単価を少量発注にも適用したり、納期を大
幅に短縮してソフトウェアを納入させたにも
かかわらず、当初の見積単価のまま下請代金
を定めたりした場合、買いたたきと判断され
ています。
⑶　下請代金の減額の禁止

　下請法では、「下請代金の減額」も禁止さ
れています。納入された物品等に瑕疵がある
など、下請事業者に責任がある場合を除き、
親事業者は発注時に定められた下請代金の額
を減じてはなりません。これは、代金を差し
引く名目、方法、金額の多少にかかわらず、
また減額について下請事業者と合意があった
としても許されません。
　この「下請代金の減額」により指導を受け

る企業も多く、典型的な事例としては、「仕
入値引」等の名目で下請代金を減じたり、単
価の引下げ合意日前に発注した商品にも引下
げ後の単価を遡及適用する等が挙げられます。
⑷　親事業者の認識

　今回の講演で印象的だったのは、勧告・指
導案件において下請法違反の自覚がありつつ
違反していた親事業者が少ないというところ
です。真中氏が取り上げた実際の勧告事例の
中では、下請事業者との合意があった上で

「歩引き」として下請代金を減額していた事
例がありましたが、下請代金の減額に関して
は、たとえ親事業者が下請事業者と協議し、
強制することなく取り決めたとしても、違反
になる場合があるので注意が必要です。
まとめ

　本来、契約当事者は対等であり、契約や取
引は自由に行われるべきですが、実際には親
事業者から仕事をもらうために、下請事業者
が不利な条件を飲まざるをえないという状況
が生まれやすいのも事実です。下請法はそう
した事態を防ぐためのものであり、親事業者
は下請事業者に不利な条件を強制していなく
ても下請法違反になる可能性があることを念
頭に置いて、細心の注意を払いつつ下請事業
者との取引を行う必要があるものと思われま
す。

〔一般財団法人阪大微生物病研究会
法務知財室　平林さゆみ〕
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タイミング良く開催
　私は、スマートフォン向けアプリケーショ
ンを開発している IT 企業の法務スタッフと
して、アプリプライバシーポリシーの作成等
を通じて、個人情報保護法と接することが多
くあります。
　したがって、以前から個人情報保護法改正
やパーソナルデータの利活用に関する動向に
は興味を持ってはいたものの、恥ずかしなが
ら法改正の内容についてきちんとフォローが
できていない状態でおりました。
　そんな折、この講義の知らせを受け、これ
は遅れを取り戻す良い機会と思い、法務チー
ムの他のメンバーにも是非自分が出席したい
と訴えて参加したのでした。
アクセスの良い会場

　当日は会社を出るのが遅れたため、遅刻ギ
リギリになってしまい、東京駅から早足で
AP 東京八重洲通りに向かいました。駅から
のアクセスが良く、迷うことなく何とか間に
合って会場に到着すると、シンプルながらも
ずいぶんと縦に細長いのが印象的な会議室で
した。幸いまだ前の方に少しだけ空席があっ
たので、講師の表情が良く見える中ほどの席
を選びました。
分かりやすく実践的な講義

　着席するとすぐに講義が始まり、はじめに
個人情報保護法改正の背景事情である「個人
情報保護」と「プライバシー保護」の２つの
ルールの関係について丁寧な解説があり、予

習不足の私にはありがたい導入にぐっと惹き
つけられました。
　それから、ビデオレンタル店の会員情報、
乗降履歴など具体的な事例を交えながら、個
人情報の定義、第三者提供、匿名加工情報等、
個人情報保護法改正のポイントについて一つ
ひとつ解説されていきました。改正内容の説
明にとどまらず、実務において必要な対応を
検討する内容になっており、今後の対策を考
える上ですぐにでも活かせるものでした。
　講師は結構な早口で話されていたのですが、
分かりやすい言葉で説明して下さったので、
ついていけないという感じはなく、情報量と
しても適切であったと思います。
関心事項にぴったりの内容

　私自身も特に関心があった「個人情報の定
義」と「匿名加工情報」の部分に多くの時間
を割いて解説がありました。個人情報の定義
が明確化されましたが、その内容は実務の感
覚では拡大という印象が強く、携帯電話番号、
クレジットカード番号、メールアドレス、
サービス ID など個人情報に該当するか否か
が不明なものについては今のところ該当しな
さそうだと思いつつも、今後の政令を注視し
ていく必要があると感じました。
　新たに定義された匿名加工情報については、
匿名加工情報を作成した時点で事業者にさま
ざまな義務が課せられることに関して、事業
者が安全管理措置として不必要な情報を削除
するなどした匿名化を施した場合であっても

「パーソナルデータに関する検討会」委員直々の
講義が受けられる貴重な月例会

企業活動におけるパーソナルデータの利活用と 
その留意点

講　　師　弁護士法人英知法律事務所　弁護士　森　亮二氏
開催日時　12月８日（火）　午後２時〜４時
開催場所　AP 東京八重洲通り

東 京 開 催
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匿名加工情報として公表する義務があるのか
という国会答弁における問題提起が紹介され、
非常に興味深く、実務への影響も大きいので
重要な論点であると思いました。
工夫されたレジュメ

　お話が分かりやすいだけでなく、レジュメ
についても、改正法のポイントが網羅的かつ
簡潔にまとまっており、それぞれのポイント
について法令や委員会規則の何が根拠になっ
ているのかが整理されていました。法文と講
師による要約では使用するフォントを分ける
などの工夫も凝らされており、持ち帰って、
日々の業務でも手元に置いて活用できる充実
した内容でした。
委員ならではの明快さと熱気

　講師を務められたのは「パーソナルデータ
に関する検討会」の委員を務めておられる森
亮二先生で、IT 企業の法務としてはもとも
と著作や論評を通じてかなりお世話になって
いるのですが、この法改正においてもまさに
その中心にいらっしゃる方で、この講義にお
いてもそうした森先生ならではの明快さがあ
りました。
　また、この度の法改正は、肝心な具体的
ルールの詳細について政令や委員会規則に定
められることになっているため、改正案を読
んだだけではよく分からないところも多いの
ですが、今後の議論を待つ部分についても、
政府の整理や国会審議等を手がかりに法改正
後の姿を最大限予測し、一歩踏み込んだ解説
をして下さったことから、今後の対応をより
精緻にイメージすることができました。
　そして何よりも、講師の語り口の端々に、
法改正のただ中にあるライブ感、躍動感があ
り、拝聴しながら改めてこの法改正の重要さ
を実感し、その日の聴講を終えました。
部署での議論・情報共有の契機に

　翌日、部内で上司にレジュメを見せながら
講義の感想などを話すと、上司が先日社外で
参加した個人情報保護法の改正に関する議論

についても共有され意見を求められるなど、
部内で議論する良い契機になりました。
おわりに

　私自身も、この講義で講師の熱が伝わった
ようで、パーソナルデータを取り巻く法律問
題にこれまで以上に興味を持って接するよう
になったと感じています。
　今後の政令や委員会規則の動向を追いなが
ら、学習を深めていきたいと思います。

〔株式会社ドリコム　財経本部
法務グループ　樋勝奈々江〕
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参加の動機
　中国進出を検討する当社にとって、中国に
おける営業秘密に関する紛争事例と問題解決
は、以前から関心のある分野であったので、
経営法友会から今回の月例会の案内を頂いて
すぐに参加を申し込んだ。
いざ月例会へ

　当日、師走に入り段々と寒くなるなか、麹
町にある会社を出て少し早く会場に着いて周
囲を眺めていると、講師席から離れた所に遠
慮がちに着席する人、前方のモニターを見や
すい所に陣取る人で次第に席が埋まっていき、
全体の８割程度の座席が埋まったところで定
刻となり、月例会が始まった。
　いつもどおりに、経営法友会の方が簡単に
本日のテーマと講師を紹介すると、講師の方
が登壇していよいよ本題のスタートである。
定評ある講師

　この日の講師は、中国の方であったが、流
暢な日本語をお話しになり、その解説も簡に
して要を得たもので、非常にわかりやすいも
のであった。配布資料も、豊富なイラストや
図解を駆使して具体例をわかりやすく解説す
るなど、聴衆の理解を助けるさまざまな工夫
が随所に施され、筆者のような初学者にとっ
て大変ありがたいものであった。
　聞けば、講師の劉新宇氏は、世界でも指折
りの法律事務所のパートナー弁護士であり、
この分野において、これまでにも数多くの著
作やセミナーの講師を務められているとのこ
とであった。

セミナーの概要
　いささか前置きが長くなってしまったが、
今回の月例会の概要を説明したい。内容は、
①営業秘密にかかる中国の法制、②営業秘密
を巡る紛争の実態・特徴、③営業秘密保護の
最新動向、④営業秘密にかかるケーススタ
ディ、⑤営業秘密漏洩の事前防止に関する法
的注意点の５つのパートから構成されていた。
これらの内容のうち、筆者の関心を引いた点
を簡単ながら３つ紹介したい。
　１つは、営業秘密侵害の類型には、「従業
員型」、「取引相手型」、「第三者型」があり、
実際の紛争の中でもっとも多いのが「従業員
型」という点である。
　これまで、営業秘密の侵害というと、主に、
自社の取引相手から漏洩することが多いので
はないかと漠然と考えていたので（それゆえ、
その防止のために企業間で秘密保持契約が締結
される）、この指摘は新鮮であった。この点、
中国では、日本と比較して、従業員の会社へ
の帰属意識が低く、知的財産権を尊重する風
土が確立されておらず、あまり罪の意識なく
転職先企業への機密情報漏洩が行われる点な
どは、これから中国における営業秘密に関す
るリスクマネジメントを考えていく上でとて
も参考になった。
　２つ目は、営業秘密保護の最新動向として、
最高人民法院の司法解釈を紹介していただい
た点である。
　まず、秘密保持措置が講じられていなけれ
ば、そもそも、いかにその情報が会社にとっ

豊富な実例を題材にした実践的な月例会

中国における営業秘密に関する紛争事例と問題解決の
ための法実務

講　　師　金杜法律事務所　中国弁護士／中国政法大学大学院特任教授　劉　新宇氏
開催日時　2015年12月９日（水）午後２時〜４時
開催場所　AP 東京八重洲通り　11階会議室

東 京 開 催
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て重要であっても法的保護が受けられないと
のことであるが、この点に関して、最高人民
法院は、「契約の付随義務として秘密保護義
務を負うというだけでは秘密保護措置になら
ない」と解釈しているのだそうだ（最高人民
法院2012年度知財案件報告書）。また、「市場属
性を有しない情報（＝市場を拠り所としない情
報／筆者註）は営業秘密に該当しない」（最高
人民法院2013年度知財案件報告書）とも解釈し
ており、これらの解釈は、営業秘密の保護措
置のあり方を検討する上で、とても参考に
なった。
　最後に、（これが一番参考になった点である
が）営業秘密漏洩の事前防止に関する実務へ
の示唆である。まず、営業秘密の保護は、自
社における営業秘密の洗い出しに始まるのだ
そうだ。そして、当該営業秘密にパスワード
を設定したり、アクセスログや防犯カメラ等
を設置したりして技術的・物理的措置を講じ
る。ただ、これだけではまだ不充分で、これ
らに加え、秘密保持契約・競業避止契約等の
法務的措置を講じるとのことである。こうし
て見ると、これらの措置は日本における営業
秘密保護措置とも共通する部分が多いように
思う。
実務上の留意点

　今回の月例会を通じて、営業秘密侵害を防
ぐには、日本の常識や考え方が、中国ではそ
のまま通用しないことを銘記してリスクマネ
ジメントを構築する必要性があると痛切に感
じた。日本でも、自社を退職した従業員が

「お土産」を持って他社に転職し、その流れ
で自社の営業秘密が他社に流失することもあ
れば、反対に、自社に転職してきた社員が前
職の営業秘密を「お土産」として持ってきて
しまい、結果として自社が営業秘密侵害事件
に巻き込まれる恐れがあるだろう。しかし、
中国では、雇用の流動性が高いことや会社へ
の帰属意識が低いことなどを背景に、日本以
上にこれらの点に注意を払う必要があるので

はないかと感じた。もし、これらに充分な注
意を払わないと、自社が知的財産権の被害者
にも加害者にもなる懸念がより一層強まるで
あろう。
　今回のセミナーに参加するまでは、もっぱ
ら、自社の営業秘密が侵害されるケース（日
系企業が被害者となる場合）を想定していたの
であるが、いざ解説を受けてみると、必ずし
も日系企業が被害者になるケースだけでなく、
自社が他社の営業秘密を侵害するケース（日
系企業が加害者となる場合）があることが理解
できた。いずれにせよ、このような営業秘密
侵害を完全に防備することは能わずで、結局
のところ、従業員管理を始めとして、技術
的・物理的措置・法務的措置をなるべく高い
レベルで行うという点に尽きるのでないかと
感じた次第である。
受講感想

　月例会に共通することではあるが、やはり
企業法務に携わる身としては、その内容が実
践的であればあるほどありがたい。
　その意味では、今回の月例会は、豊富な実
例を題材に、単に中国の法制面だけではなく、
自社の情報システムや人的管理等を通じて、
企業における営業秘密漏洩の予防という実務
的な面にも充分配慮されたものであったので、
個人的には得るところが大きかった。
　これまでにも、経営法友会の月例会には幾
度となく参加してきたが、今回の月例会は、
軽妙な講師の語り口と配布資料で内容の要点
がとてもわかりやすいものであった。
月例会のすすめ

　このように、経営法友会の月例会は、特定
のテーマについて斯界の専門家が要点を比較
的短時間で企業実務家に向けて解説するので、
その内容も実践的で信頼性に富み、非常に充
実したものとなっている。多忙な人にこそぜ
ひ参加をお薦めしたい。

〔株式会社オリエントコーポレーション
法務部　望月　将〕
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強い危機感
　消費者契約法の見直しが議論されている。
消費者保護の視点に立ち、多くの事業者には
不利益に働く方向での議論である。しかし、
その状況が事業者には伝わっていない。その
強い危機感が、本パネルディスカッションに
登壇された諸氏を突き動かすものであったの
だろう。
　筆者は広告業界の片隅において、消費者契
約法の本見直しに反対の声を上げる者である。
見直し反対のロビー活動を通じ、かねてより
パネリストである楽天の片岡氏とパナソニッ
クの藤猪氏の知己を得ており、お二人の明快
な論旨や舌鋒の鋭さには、常々敬服をしてい
た。筆者は、お二人を含むコーディネイター
とパネリスト諸氏が来場者にどのようなメッ
セージを発信するのかを目撃するため、そし
て、自らも新たな刺激を受け、長い戦いに疲
れて緩みかけた拳を新たに握り直すために、
会場へ足を運んだのである。
伝わりやすさ

　当日、私は熱を帯びていた。残念ながら、
この時点においては意気込み故のものではな
く、細菌感染が発症していたためである。
軋む関節を宥めつつ着座して、開始時間まで
の間、受付で手渡されたレジュメのページを
繰り始めた。大部である。そして、四色刷り
である。Ｑ＆Ａ形式に現行法と今後が見開き
ページに組み合わされる形式で貫かれ、一見
して、非常にとっつき易い印象である。しか
し、まだ、その内容はまだ頭に入ってこない。

物理的な発熱のためである。この時点では、
私は、中座せざるをえなくなることを密かに
覚悟していた。
　パネルディスカッションは、コーディネイ
ターである西村あさひ法律事務所の矢嶋弁護
士によって口火が切られた。それを引き継ぐ
形で、セブン＆アイ・ホールディングスの中
村氏によって、分かりやすく見直しの議論の
概要が解説された。早くもこのあたりで、事
業者に課されうる不利益への強い危機感に裏
付けられた喝により、筆者の腑抜けた背骨は
直立し、発熱が寛解してくのを感じた。
消費者契約法の見直しとは

　ここで、配布されたレジュメをもとに消費
者契約法の見直しに係わる概要を述べておき
たい。消費者契約法は、不当な勧誘に関する
規制（以下、「不当勧誘規制」という）と不当
な契約条項に関する規制（以下、「不当条項規
制」という）を主要な２つの柱とする。今回
検討が行われた見直しはこの２つの柱のいず
れにも係わるものである。内閣府に設置され
た消費者委員会の求めに応じ、消費者契約法
専門調査会（以下、「専門調査会」という）が
組織され、消費者契約法における契約締結過
程および契約条項の内容に係る規律等の在り
方に応じて調査審議を行っている。
　かかる調査審議の内容は、端的に言えば、
消費者が事業者との間で締結した「消費者契
約を取り消すことができる範囲の拡大」と、

「約款や規約等を含む消費者契約の条項が無
効になる範囲の拡大」の２点である（レジュ

〈パネルディスカッション〉
消費者契約法に今、何が起こっているのか

コーディネーター　矢嶋雅子氏（西村あさひ法律事務所・弁護士）
パネリスト　中村美華氏（株式会社セブン＆アイ・ホールディングス）
　　　　　　片岡康子氏（楽天株式会社）
　　　　　　藤猪純子氏（パナソニック株式会社）
開催日時　2015年12月15日（火）午前10時〜正午
開催場所　AP 東京八重洲通り　11階会議室

東 京 開 催

消契法改正の流れに一矢報いた月例会
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メＱ１－１）。消費者保護のために、「消費者
の意に沿わない契約関係を簡易に解消させる
ような改正」が検討されているというわけで
ある。
　調査審議を経た改正法は2016年春の通常
国会での成立が目指されており、そこに至る
べく、2015年12月に消費者契約法専門調査会
において最終取りまとめが行われた（レジュ
メＱ２－１）。なお、本稿の執筆は最終取り
まとめの終了後に行われているものであるが、
本パネルディスカッションの時点では最終と
りまとめは未了であった。したがって、この
時点においては、最終取りまとめに向けて、
最後に事業者側ができること、なすべきこと
の共有がなされたわけである。
不当勧誘規制

　不当勧誘規制の見直しに関しては、大きく
３つのポイントが挙げられている（レジュメ
Ｑ６－１）。
　１つは不当勧誘規制における「勧誘」に

「広告等」も含めるというものである。これ
が実現すれば、広告等の内容を原因として、
消費者契約の取消しがなしうることになる。
　２つめが、従来「不利益事実の不告知」と
されていた点に関するものであるが、消費者
にとって利益となる事実を告知していなくて
も、故意に、消費者の不利益となる重要事項
を告げなかった場合には、消費者は当該消費
者契約を取消すことができるとするものであ
る。これが実現すれば、（広告等を含む）勧誘
の場面において、不利益事実の告知に関する
事業者の負荷が大きくなると思われる。
　そして３つめが、事業者と委託関係にない
第三者が行った不当勧誘も取消し対象とする
ものである。
不当条項規制

　次に、不当条項規制の見直しに関しては、
①消費者契約における免責条項の無効範囲の
拡大、②消費者の解除権を予め放棄させる条
項の無効、③事業者に法律にはない解除権・
解約権を付与したり、事業者の解除権・解約
権の要件を緩和したりする条項の原則無効、
④いわゆるシュリンクラップ契約等の消費者

の作為・不作為を意思表示とみなす条項の無
効などが見直しの俎上に上がっている（レ
ジュメＱ15〜Ｑ22）。契約は両当事者の対等が
原則であるところ、本見直しは、消費者契約
について、上記を含め現行法にさらに上乗せ
する形でその原則を大幅に修正し、一方当事
者である消費者に重みづけをすることを目的
とするものである。
強い意志

　本パネルディスカッションにおけるパネリ
スト諸氏の発言に簡単に触れたい。
　中村氏からは過量契約の見直しに関する懸
念、片岡氏からは不実告知や不利益事実の不
告知に係わる見直しの不合理性、藤猪氏から
は本年10月に施行される消費者裁判手続特例
法に基づく特定適格消費者団体による取消訴
訟頻発への危惧などが、それぞれ述べられた。
コーディネイターの矢嶋弁護士、パネリスト
の中村氏、片岡氏、藤猪氏が語る言葉は、具
体的な本見直しの問題を論理的に突くもので
あった。ただ、それだけではなく、事業者の
気づかぬ不利益を憂慮し、それを伝え是正を
試みようとする熱い思いと強い意志が、そこ
には込められていた。
　最後、会場からも、彼女たちの発したメッ
セージに共鳴した会場から、専門調査会によ
る12月の最終取りまとめまでに事業者からの
意見をぶつけるべきだ、という反応があった
のは、非常に印象的であった。この時点では
冒頭述べた体調不良も忘れていた。
　本稿の執筆時点においては、最終取りまと
めが「消費者専門調査会報告書」の形で公表
されている。今後の検討課題を含むとしなが
らも、本見直しにおける現時点での最終形で
ある。この報告書を繰りつつ、おそらくは本
パネルディスカッションが奏功して、最終取
りまとめからはいくつもの論点が外されたの
であろうことを、最後に付言したい。

〔株式会社電通　法務マネジメント局
法務部部長兼知的財産課長

弁護士・弁理士　長谷川雅典〕
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東京開催分

日時・会場：2016年２月５日（金）　午後２時～４時45分　CIVI研修センター秋葉原（電気街口）

テーマ：平成28年株主総会における議決権行使の考え方
講　師：�石田猛行氏（ISS株式会社 代表取締役） 

上野直子氏（グラス・ルイス アジア・プロキシ・リサーチ部ディレクター）
趣　旨： 平成28年株主総会に向け、議決権行使助言会社のISS担当者とグラス・ルイス担当者による、議

決権行使の考え方と行使方針の決定プロセス、その判断材料や平成28年の方針と従前との差異、
注目する議案などについて解説します。

日時・会場：2016年２月15日（月）　午後１時30分～４時45分　ＡＰ東京八重洲通り

テーマ：日本の証拠保全手続きと米国のディスカヴァリへの対応
講　師： ＜日本の証拠保全手続きの解説＞ 

　谷　健太郎氏（弁護士法人三宅法律事務所 弁護士） 
　松崎嵩大氏（弁護士法人三宅法律事務所 弁護士） 
＜米国のディスカヴァリへの対応の解説＞ 
　池田祐久氏（シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所 弁護士） 
　森村佳奈氏（シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所 弁護士）

趣　旨： 日本の証拠保全手続きと米国のディスカヴァリ対応について、法務部員の事前の心構え、適切な
文書管理、弁護士への迅速な依頼方法、対象物件の範囲の判断等、法務担当者が押さえておくべ
き実務上の留意点に関し、日本、米国、それぞれの実務に精通した弁護士に事例を踏まえ解説い
ただきます。

日時・会場：2016年2月26日（金）　午後１時30分～２時30分　AP東京八重洲通り

テーマ：下請法の運用状況と企業の留意点
講　師：�金森　淳氏（公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課課長補佐）

趣　旨： 平成27年度の下請法の運用状況をご紹介いただき、その特徴や傾向から、企業における実務上の
留意点や、下請法のポイントを解説します。

※ 資料は、「下請取引適正化推進講習会テキスト」（当日配布・公正取引委員会・中小企業庁、2015年）、「下請代金
支払遅延等防止法ガイドブック　知るほどなるほど下請法」を使用します。

経営法友会　平成27年度　月例会スケジュール　　2月
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日時・会場：2016年２月26日（金）　午後２時45分～４時45分　ＡＰ東京八重洲通り

テーマ：企業における下請法の留意点と法務部門の対応
講　師：�籔内俊輔氏（弁護士法人北浜法律事務所 弁護士）

趣　旨： 企業活動において、下請法違反が問題となる場面は少なくありません。そこで、企業活動を円滑
に行っていくために法務担当者としても下請法の留意点を理解しておくべきです。より具体的に
は、違反が起きてしまったときや違反だと指摘を受けたときの法務部門としての対応方法、また、
違反を起こさないための事前の予防策を講じるために必要な知識等について、公正取引委員会事
務総局での勤務経験および多数の企業からの相談への対応経験をお持ちの弁護士にご解説いただ
きます。

大阪開催分

日時・会場：2016年２月12日（金）　午後２時～４時　ホテルモントレ大阪

テーマ： 改正景品表示法の実務対応
講　師：�長澤哲也氏（弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士）

趣　旨： 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置を義務化する改正景品表示法の施行から一年が経過し、
不当な表示を行った事業者に対する課徴金を課す制度の施行も2016年４月に予定されるなど、企
業に一層の厳正な対応が求められています。そこで、本月例会では、同法が実務に与える影響と
その実務対応（管理体制の整備、課徴金等）について解説いただきます。

日時・会場：2016年2月17日（水）　午後２時～４時　ホテルモントレ大阪

テーマ： 中国における贈収賄汚職の現状と日本企業の実務対応
講　師：�麦　志明氏（弁護士法人東町法律事務所 弁護士）

趣　旨： 習近平国家主席就任以降、中国では大規模な腐敗撲滅運動が展開されており、英国の大手製薬会
社が贈収賄事件で摘発されるなど、国内外を問わず、企業による不正・行政処罰等に関連する贈
収賄に対する摘発を強化しており、日本企業もこのような摘発の例外ではありません。そこで、
本月例会では、中国に進出または進出を検討している日本企業を対象に、中国における贈収賄汚
職の現状（中国の社会情勢、摘発の端緒、最近の摘発事例、取り締まりの傾向等）や法規制、日
本企業が押さえておくべき実務対応（摘発事例把握からの実務対応等）について事例を基に解説
いただきます。

経営法友会　平成27年度　月例会スケジュール　　2月
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日時・会場：2016年２月29日（月）　午後２時～４時　ホテルモントレ大阪

テーマ： 改正個人情報保護法の実務対応
講　師：�森　亮二氏（弁護士法人英知法律事務所 弁護士）

趣　旨： 本年９月に改正個人情報保護法成立し、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報、パーソナル
データの利活用（匿名加工情報）等が規定されました。特にパーソナルデータの利活用をめぐっ
ては、プライバシー問題に起因する様々な事件が起きており、その利活用には注意が必要です。
本月例会では、企業の個人情報管理の視点から、改正個人情報保護法の実務対応について解説し
ていただきます。

※ 本月例会では、本テーマに関して、講師に確認したい実務上の疑問、お悩み等をお伺いする事前アンケートを実施
いたします。お申込み時のコメント欄に具体的にお書きください。なお、全てのご質問等にお答えすることができ
ない場合がございますことをご了承ください。事前アンケートの〆切は2016年２月８日（月）です。

■お申込み方法
　当会ホームページ（http://www.keieihoyukai.jp/）にログインのうえ、「会合」の「月例会」よりご登
録ください。
〇 東京開催分については、収容人数に余裕がある場合には、原則として開催日２週間前より１社複数での
「追加お申込み」が可能となります。

〇欠席する場合は、開催日の午前中までに必ずキャンセルを行ってください。
〇キャンセルは、当会ホームページの「会員登録情報（変更）」からお願いします。
〇 参加者を変更した場合は、参加者変更を承った旨のメール通知は届きません。当日、参加者変更前のお申

込完了通知メールを印刷したものをご提出のうえ、その旨をお申出ください。
　　※ 月例会お申込みの際にいただきます個人情報（氏名・社名等）は、お申込受付確認、講師への提供等、

月例会開催に関する目的のみに使用させていただきます。
　　※天候等により講演会が中止になる場合は､当会ホームページの「お知らせ」欄にてご連絡いたします。

■お申込登録時のご注意
　申込登録終了後、「お申込完了通知メール」が届きます。「お申込完了通知メール」が届きませんとお申込
は受け付けられておりませんのでご確認ください。「お申込完了通知メール」が届かない場合には、事務局
までご一報ください。

■講演会当日の受付について
　講演会当日、恐れ入りますが受付にてお申込完了通知メールを印刷したものをご提出ください。ご協力を
お願いいたします。

経営法友会　平成27年度　月例会スケジュール　　2月
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経営法友会　平成28年度　研修会開催のご案内

平成28年度の研修講座 いよいよ開講！
～３月１日(火)まで下記講座を募集中～

　能力強化講座　英文契約〔上期〕

　本講座は、各種英文契約を対象に実務で契約書をチェック・作成する際に応用のきく
「考え方」を養うとともに、リスクマネジメントへの対処に主眼を置きます（契約書文言の
表現方法といった「技術」的な側面については、適宜盛り込む程度とします）。講義は、受講者
が英文契約の基礎知識をすでに習得しているものとして進めます。
　なお、本講座を通じて、業種を超えた人脈作りにも役立てていただきたく、「受講者交
流会」（参加無料）の開催も予定しています。

�開催概要
　対 象 者　 経営法友会の法務担当者基本知識講座【国際編】修了者、または、それに準

ずる知識を有する方（国際法務経験２年から３年の方を想定）。
　講義形式　 毎回、事前に講義レジュメを電子メールにて送付のうえ、受講者から「質問」

「関心事項」※を募集し、それを素材として講義に活用します。
　　　　　　※ 　具体的な案件についての法律相談的な内容でも構いません。講義において、社名を秘

すなど個社名が特定されない形でケースとして取り上げます。
　講　　師　弁護士　仲谷栄一郎氏　（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
　会　　場　株式会社商事法務 ３階会議室　(東京都中央区日本橋茅場町3−9−10)
　受 講 料　40,000円＋消費税

�募集要項
　募集期間　平成28年２月１日（月）～３月１日（火）
　定　　員　50名（先着順）

�講義日程　《各回14時～ 17時（全４回・12時間）》
　４月７日（木）　第１回『総論』　※講義終了後交流会
　４月28日（木）　第２回『売買契約・代理店契約』
　５月12日（木）　第３回『ライセンス契約』
　６月２日（木）　第４回『国際契約に関係する税務』

※詳細は経営法友会ホームページからご確認ください
■申込方法は次頁をご覧ください
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経営法友会　平成28年度　研修会開催のご案内

　能力強化講座　独占禁止法

　独占禁止法の実務講座として、法務経験３年程度の方を対象に、事例検討を通して思
考の枠組みを修得することに重点を置いて解説し、独占禁止法の理解と実務的な対応力
を深めることを目的として開講いたします。
　なお、本講座を通じて、業種を超えた人脈作りにも役立てていただきたく、「受講者
交流会」（参加無料）の開催も予定しています。

�開催概要
　対 象 者　 独占禁止法に関する基本的知識を有する方で、経営法友会の法務担当者基

本知識講座【国内編】修了者またはそれに準ずる知識・経験を有する方。
　講義形式　 あらかじめ配布する設例の予習を義務づけ、それらの事前検討を前提に進

めます。各回の講義では、事例を通じて法務担当者として押さえるべきポ
イント（社内対応・当局対応）、実務対応としての留意事項の整理を中心に
解説いたします。

　講　　師　弁護士　多田敏明氏（日比谷総合法律事務所）
　会　　場　株式会社商事法務 ３階会議室　(東京都中央区日本橋茅場町3−9−10)
　受 講 料　30,000円＋消費税

�募集要項
　募集期間　平成28年２月１日(月) ～３月１日(火)
　定　　員　50名（先着順）

�講義日程　《各回14時～ 17時（全３回・９時間）》
　４月18日（月）　第１回『不当な取引制限（カルテル・入札談合）』 ※講義終了後交流会
　５月10日（火）　第２回『排除型私的独占・排除型不公正取引』
　５月23日（月）　第３回『優越的地位濫用・価格維持型不公正取引』
 ※詳細は経営法友会ホームページからご確認ください

■申込方法
　弊会ホームページにログインいただき、「会合案内」→「研修会」から当該講座を選択。
必要事項（貴社名、貴社名ふりがな、貴社住所、申込者名、参加者名、部署名、電話番号、
メールアドレス、勤務年数、法務経験年数）をすべてご記入ください。
　※ 本講座は、運営の一部を㈱商事法務に委託しています。受講料のご請求・受講票は、㈱商

事法務からお送りさせていただきます。

■お問い合わせ　株式会社商事法務
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町3−9−10　茅場町ブロードスクエア
ＴＥＬ：03−5614−5650 ／ FAX：03−3664−8843
E-mail：law-school@shojihomu.co.jp
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　　　「ソフトウェア・システムの導入・構築をめぐる実務上の留意点」
　　　日　時 １月19日（火）午後２時～４時　講　師  藤原宏高氏（ひかり総合法律事務所 代表社員 弁護士）

葛山弘輝氏（ひかり総合法律事務所 弁護士）
　　　「M&A・JVにおける海外での独占禁止法上の事前届出手続にかかる実務上の留意点」
　　　日　時 １月27日（水）午後２時～４時　講　師  中尾雄史氏（Freshfields Bruckhaus Deringer 弁護士）

山田香織氏（Freshfields Bruckhaus Deringer 弁護士）
　　　「欧州個人情報保護法の改正動向と日本企業の実務対応」
　　　日　時 １月28日（木）午後２時～４時
　　　講　師 岩村浩幸氏（ アシャースト法律事務所 パートナー 英国弁護士）
　　　「英文契約書頻出用語30選」
　　　日　時 １月29日（金）午後２時～４時　講　師 野々村幸治氏（三井物産）

　　　　　〔初級講座〕法務担当者�基本知識講座【国内編】　第８回「知的財産権」
　　　　　日　時 １月19日（火）午後２時～５時　講　師 三好　豊氏（森・濱田松本法律事務所 弁護士）
　　　　　〔初級講座〕法務担当者�基本知識講座【国内編】　第８回「知的財産権」
　　　　　日　時 １月26日（火）午後２時～５時　講　師 �仲本光利氏（伊藤ハム）
　　　　　〔上級講座〕実践力強化講座�英文契約　第１回「総論・一般条項」
　　　　　日　時 １月28日（木）午後２時～５時　講　師 酒井大輔氏（北浜法律事務所 弁護士）
　　　　　〔上級講座〕実践力強化講座�独占禁止法　第３回「価格維持型不公正取引・優越的地位の濫用」
　　　　　日　時 12月９日（水）午後１時30分～４時30分
　　　　　講　師 �志田至朗氏（志田至朗法律事務所 弁護士）　内田清人氏（岡村綜合法律事務所 弁護士）

第11次法務部門実態調査検討委員会
　　分析会合第４回　日　時 １月18日（月）午後３時～８時
海外コンプライアンス研究会
　　第２グループ（データプロテクション）　日　時 １月25日（月）午後４時～６時
　　第４グループ（贈収賄規制）　日　時 １月28日（木）午後４時～６時
　　第５グループ（コンプライアンス体制）　日　時 １月27日（水）午後５時～７時
法務組織運営研究会
　　第１グループ（グローバル法務体制）　日　時 １月14日（木）午後６時～８時
　　第２グループ（小規模法務組織体制）　日　時 １月22日（金）午後６時～８時
　　第５グループ（危機管理）　日　時 １月13日（水）午後６時30分～８時

東京

東京

大阪

大阪

東京

大阪

東京

東京

➢平成27年１月末会員数　1,150社
　（平成27年度入会35社、退会16社）
　幹 事 会　１月14日（木）午後６時～７時
　総務部会　１月 7日（木）正午～午後１時
　月例部会　１月26日（火）午後６時～６時30分

➢１月の入会会社（０社）

研究部会　１月20日（水）午後６時30分～８時
研修部会　１月15日（金）午後６時～６時30分
大阪部会　１月26日（火）午後６時～８時

2016
JANUARY

月例会

研修会

委員会・研究会



経営法友会リポート　No.504　2016.242

英語が苦手なわたし�
　私は、現在、外資系製薬会社法務部

でコンプライアンスの仕事に携わっています。

日本人の同僚とのコミュニケーションは日本語

ですが、ドイツ本社等の同僚とのコミュニケー

ションは当然英語です。ただ、恥ずかしながら、

私は、英語が決して得意ではありません。むし

ろ苦手です。本稿を読んで、英語でご苦労をさ

れている方々等に、英語が苦手でも英語が必要

な環境で何とかやっていけると安心していただ

いたり、共感していただければ幸いです。

初めての海外出張と挫折感
　縁あって３年前に今の会社に入社し、

仕事で英語が必要になりました。入社約半年後

には、同僚と一緒に本社に出張し、英語でプレ

ゼンする機会をいただきました。原稿を作成し、

何十回と音読しました。繰り返し音読するうち

に、プレゼンで使う言い回しは自然と覚えるこ

とができました。しかしながら、ネイティブや

ネイティブではない同僚の英語の聞き取りには

非常に苦労しました。仕事上の会話はともかく、

特にディナー等での世間話（small talk）はチ

ンプンカンプンでした。当時は、頭の中で、ま

ず相手の話を理解し、次に返事の英作文を作成

後、ようやく話をするという具合でしたので、

まったく会話についていけず悔しい思いをしま

した。その後は、年に数回定期的に一人で出張

していますが、空港到着後現地滞在中は、朝食、

仕事、夕食等、ホテルの自分の部屋に戻るまで

は、一日中英語でコミュニケーションしなけれ

ばなりません（当たり前ですが）。２年前に初

めて一人で出張したときは日本語の話し相手も

おらず相当辛い思いをしました。もちろん、英

語の議論に参加するのもたやすくなく、聞くこ

とが中心で、なかなか自分の意見をうまく伝え

ることができず、はがゆい思いも味わいました。

ポーツマスでの転機
　私の英語の転機となったのは、約１

年半前にイギリスのポーツマスにある英語学校

に２週間入学したことだと思います。ビジネス

経験年数が同程度の生徒と一緒に、授業（先生

と生徒が一対一か、一対二）や lunch、social 

activity に参加しました。私以外の生徒は欧州

出身者がほとんどでした。このときに痛感した

のは、文法や語彙は、日本人の私のほうが他の

生徒より勝っていたのですが、small talk に

なると途端に圧倒されました。彼らは、文法が

多少違おうが、訛っていようが、まったく臆す

ることなく喋っていましたし、レストランでネ

イティブの店員が早口で応対したときには、

もっとゆっくり喋ってほしいと堂々と注文して

理解されるまで伝える 竹内昭紀
ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社

法務部コンプライアンスグループ 
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いました。このあたりは、聞き手に理解力が求

められることが多い日本人と、話し手に説明責

任が求められる彼らとの文化の違いもあるのか

もしれません。何よりも意外だったことは、欧

州出身である彼らも、英語はネイティブではな

く、私と同様に英語の勉強にとても苦労してい

るということでした。彼らは皆同じように彫の

深い顔をしていますし、英語が喋れて当然と

思っていましたが、何となくホッと安心したこ

とを覚えています。同時に、ドイツ本社の同僚

も苦労して英語を身につけたのだと思うと、私

ももっと懸命に勉強しなければと気を引き締め

直しました。

ドイツ出張時のあれこれ
　話は変わりますが、ドイツ出張時は、

大抵マインツに滞在します。サッカーの岡崎選

手が以前所属し、今は武藤選手が所属するクラ

ブのある町です。フライトまで時間のあるとき

は、マインツの町を散歩したり、フランクフル

トまで電車で出かけたりします。ドイツの電車

はチケットの購入など分り辛いです。駅名は当

然ドイツ語標記です。私はいつも周りの人に英

語で尋ねますが、皆さんとても親切に教えてく

ださいます。また、バスの運賃支払いもチケッ

ト制で分り辛いです。運転手はドイツ語しか話

せない場合が多く、私が英語で話しても通じず、

見兼ねた近くのご婦人が独英の通訳をしてくだ

さったこともありました。町で道順やドイツ語

標記の意味を尋ねたときにも、スマホや独英辞

書で調べて教えてくださるなど、皆さんとても

温かくて親切な方が多いです。ドイツ語も勉強

しなければなりませんが、とりあえず私の英語

でも観光では何とか目的は達成できるように

なってきました。

コミュニケーションで心がけている�
こと

　まだまだ英語は苦手ですが、会話の際には、

以前のように頭の中で英作文はせず、日本語を

喋るのと同じように、自分の考えや思いを直接

口から出すよう心掛けています。このため、英

語、特にビジネスでよく使われるフレーズが口

をついて出るようになるまで繰り返し喋る勉強

をしています。気を付けていることは、ＳＶＯ

といった語順だけです。その他の文法の間違い

や訛り、流暢さなどはまったく気にしていませ

ん。後は相手の目をしっかりと見て堂々と話す

こと、理解してもらえるまで繰り返し説明する

こと、聞き取れなかったら必ず聞き返すこと程

度です。相手に何をしてほしいのかという目的

を正しく理解してもらうことだけに注力してい

ます。ただし、後で文法やよりネイティブな表

現等のチェックは行い、次に使うようにはして

います。

　その他、会議時には可能な限り最初のほうに

発言するようにしています。そのほうが議論を

リードでき、話についていき易いからです。議

論の応酬が早く、参加のきっかけがつかみ難い

ときは手を上げています。電話会議では後から

メールで補足説明する等しています。

　英語であれ日本語であれ、コミュニケーショ

ンによって、真意を正しく伝えて理解してもら

い、目的を達成するということが最も大切なこ

とだと思います。

たけうち・あきのり
日本の製造業法務部に約20年所属し、契約、
Ｍ＆Ａ、訴訟、コンプライアンス等の法務業務
全般を経験後、３年前より製薬会社で法務・コ
ンプライアンスの業務に従事。

ネイティブを目指す必要はない
理解し、行動してもらうまで、諦めずに伝える
口をついて出る英語の言い回しをストック
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「
や
さ
し
い
法
務
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
」
を
月
二
回

発
行
し
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
で
社
内
に
配

信
し
て
い
る
（
紙
面
の
構
成
は
図
１
参

照
）。

　
本
紙
は
、
読
者
の
興
味
を
喚
起
す
る
た

め
の
目
を
引
く
タ
イ
ト
ル
、
負
担
の
な
い

１
ペ
ー
ジ
の
読
み
き
り
サ
イ
ズ
と
い
っ
た

特
徴
に
よ
り
高
い
ア
ク
セ
ス
数
を
維
持
し

て
お
り
、
ま
た
、
よ
り
深
く
内
容
を
知
り

た
い
人
向
け
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
規
程

な
ど
へ
の
リ
ン
ク
も
設
定
し
て
い
る
。

当
事
者
意
識
を
醸
成
す
る
仕
掛
け

　
世
間
の
ニ
ュ
ー
ス
は
「
他
山
の
石
」
と

し
て
有
用
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
他
人
事
」

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
「
自
分
事
」
と

す
る
に
は
、
実
際
に
自
社
で
起
こ
っ
た
、

ま
た
は
起
こ
り
そ
う
な
事
例
を
用
い
て
、

こ
の
場
合
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と

い
っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
す
る
こ
と
が
有

効
と
考
え
て
い
る
。

　
当
社
で
は
、
自
社
で
発
生
し
た
過
去
の

懲
戒
事
例
を
用
い
て
、
何
が
問
題
な
の
か
、

ど
う
す
れ
ば
防
止
で
き
た
の
か
、
と
い
っ

た
点
を
記
載
し
た
「
不
正
防
止
教
育
テ
キ

ス
ト
」
を
作
成
し
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に

常
時
掲
載
し
て
い
る 

（
紙
面
の
構
成
は
図

２
参
照
）。
そ
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
か

ら
出
題
す
る
形
で
、
不
正
が
起
こ
り
そ
う

な
場
面
で
の
行
動
を
問
う
設
問
を
作
成
し
、

毎
年
一
回
、
Ｗ
ｅ
ｂ
に
よ
る
理
解
度
テ
ス

ト
を
全
社
員
が
受
講
す
る
こ
と
を
仕
組
み

化
し
た
。

　
ま
た
、
新
任
管
理
職
向
け
の
集
合
研
修

で
は
、
実
際
に
社
内
で
起
こ
り
う
る
不
正

会
計
や
贈
賄
等
の
事
例
を
題
材
に
、
グ

ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い

る
。
規
制
の
目
的
、
実
際
の
場
面
に
お
け

る
行
動
な
ど
、
法
務
部
門
の
講
師
の
解
説

だ
け
で
な
く
、
同
じ
立
場
の
他
の
人
の
意

見
も
聞
き
、
自
ら
考
え
る
こ
と
で
、
自
分

な
り
の
判
断
基
準
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
場
の
自
律
を
促
す
た
め
に

　
一
方
的
に
た
だ
「
ル
ー
ル
を
守
れ
」
と

言
わ
れ
る
だ
け
で
は
、
現
場
の
人
々
が

「
売
上
目
標
必
達
の
た
め
」、「
納
期
を
守

る
た
め
」
と
い
っ
た
言
い
訳
に
負
け
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
ル
ー
ル
が

あ
り
、
な
ぜ
自
分
が
そ
れ
を
守
る
必
要
が

あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
理
解
し
て
初
め

て
、
で
は
こ
う
し
よ
う
、
と
自
ら
考
え
て

ル
ー
ル
を
守
る
た
め
の
行
動
に
移
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
し
た
自
律
的
な
社
員
を

育
て
、
各
現
場
が
自
ら
律
す
る
こ
と
が
で

き
る
組
織
と
な
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な

「
心
を
動
か
す
仕
掛
け
」
で
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
く
こ
と
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推

進
者
の
使
命
で
あ
り
、
そ
の
取
組
み
は
終

わ
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

もりき・やすえ
1992年、富士ゼロックスに入社。システム事
業のマーケティング部門で提携契約業務を担
当し、ビジネスを進める傍ら、現場でコンプ
ライアンス意識を高める活動を実施。2009年
より現職。各種契約審査業務とともに、富士
ゼロックスグループにおけるコンプライアン
ス施策の立案、推進を担当している。

図２

図１
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こ
の
と
こ
ろ
相
次
い
で
い
る
企
業
不
祥

事
に
、
背
筋
が
寒
く
な
っ
た
法
務
担

当
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

普
通
に
考
え
れ
ば
「
お
か
し
い
」
と
思
え

る
こ
と
が
、
な
ぜ
起
こ
っ
て
し
ま
う
の
か
。

ど
う
す
れ
ば
不
祥
事
を
未
然
に
防
止
で
き

る
の
か
。
効
果
的
な
予
防
策
に
つ
い
て
論

じ
て
み
た
い
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
の
必
要
性

　
ま
ず
、
企
業
理
念
や
行
動
規
範
に
よ
っ

て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
は
許
さ
な

い
、
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
を
経
営
層
が
強
く

押
し
出
す
こ
と
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

を
推
進
す
る
上
で
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。

不
祥
事
を
引
き
起
こ
す
の
は
「
会
社
」
で

は
な
く
、
そ
の
構
成
員
た
る
「
人
」
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
企
業
理
念
や
行
動
規
範
を
た
だ
の
飾
り

物
に
し
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
を
自
社
の

価
値
基
準
と
し
て
、
全
社
員
に
し
っ
か
り

と
具
体
的
に
伝
え
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
の
業
務
に
お

い
て
何
が
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
」

に
該
当
す
る
の
か
、
違
反
時
に
ど
の
よ
う

な
影
響
が
あ
る
の
か
を
全
社
員
が
知
り
、

行
動
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
「
教
育
」
が

重
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
つ
ま
り
、
教
育
に
よ
っ
て
、
個
々
の
社

員
が
自
ら
を
律
し
、
さ
ら
に
社
員
同
士
が

相
互
に
律
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
。
そ
れ

が
不
祥
事
の
未
然
防
止
に
必
要
不
可
欠
な

こ
と
な
の
で
あ
る
。

現
場
目
線
で
考
え
る
「
仕
掛
け
」

　
し
か
し
、
ひ
と
口
に
「
教
育
」
と
い
っ

て
も
、
多
忙
で
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、

難
し
い
法
律
の
話
な
ど
聞
く
気
が
起
こ
ら

な
い
、
自
ら
の
業
務
に
ど
う
関
わ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
声
が
、
実
施
す

る
前
か
ら
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

　
当
社
は
、
２
０
０
０
年
頃
の
企
業
不
祥

事
の
多
発
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
本
格
的

に
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
」
に
取
り

組
み
始
め
た
。
そ
の
後
十
数
年
間
、
試
行

錯
誤
す
る
う
ち
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
た

だ
法
律
の
解
説
を
す
る
の
で
な
く
、
個
々

の
社
員
が
心
か
ら
納
得
し
て
行
動
に
移
す

た
め
の
「
仕
掛
け
」
を
現
場
目
線
で
作
る

こ
と
が
肝
要
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
当
社
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
二
点
を
基
本
と
し

て
い
る
。

①
　 

社
員
の
興
味
・
関
心
を
ひ
く
仕
掛
け

に
よ
り
、
負
担
な
く
知
る
機
会
を
広

く
提
供
す
る
。

②
　 

自
分
も
違
法
行
為
の
当
事
者
に
な
り

う
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
仕
掛
け
に

よ
り
、
当
事
者
意
識
を
醸
成
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
仕
掛
け
」
を
実
践
し
た
例

を
次
に
ご
紹
介
す
る
。

興
味
・
関
心
を
ひ
く
仕
掛
け

　
敷
居
の
高
い
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
へ
の

恰
好
の
入
り
口
と
な
る
の
が
、
マ
ス
コ
ミ

を
賑
わ
し
た
不
祥
事
の
実
例
で
あ
る
。
当

社
で
は
、
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
た
ニ
ュ
ー

ス
を
題
材
に
し
て
、
簡
単
な
解
説
と
当
社

の
日
常
業
務
に
お
け
る
注
意
点
を
付
し
た

心を動かす「仕掛け」が
自律を促す
森木保恵
富士ゼロックス株式会社	法務部

人を育てる　第２回
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河電機には今年で結成
18年目を迎える「アン
サンブル横河」という

オーケストラがある。社員、OB、
家族を中心に団員は30人強、仲
間に応援を頼んで毎年春に演奏会
を開く。私も創立以来の Violin
メンバーで、最近は演奏会の都度、
経営法友会事務局の方々にチケッ
トを配っていたら、すっかりその
イメージが定着してしまったらし
く、この表題での寄稿となった。
週末はオケ仲間と楽器演奏を楽し
んでいる私にとって、Violin は
確かに人生の重要なパートナーだ。
　私の楽器はイタリア生まれ、す

でに100歳を超えている（といっ
てもサラリーマンが趣味で買え
る程度の値段）。弦楽器は、通常
楽器の内側に、製作者や工房の名
前、制作年と場所が記されたラベ
ルが貼ってあり（真偽怪しいも
のもあるが）、その製作者・工房
の名で呼ばれる。ストラディバリ
さんが作った楽器がストラディバ
リウス。私の楽器はもちろんそこ
まで高名ではないが、ラベルはイ
タリアの製作者名なので、心の中
ではその愛称で楽器に話しかけ
る。彼とは学生時代に両親に買っ
てもらってからもう20年以上の
付き合い。彼は非常に正直で、練
習すれば良く響いてくれるし、サ
ボれば手厳しい。
　楽器はカラオケのように一人酔
いしれて独奏するのもストレス発
散に良いのだが、練習不足のまま
演奏すると途中で弾いている自分
が嫌になるので、最近は専ら仲間
と合奏して楽しむ。私の場合はク
ラシック中心なので、オーケスト
ラや弦楽四重奏などといった形式
が多いが、作曲家によって完成さ
れた楽曲を各パートがパート譜に
従って演奏する
と、一応は曲と
しての形になる。
でも、それでは
各パートの音を
重ねただけで、
ちょっとつまら
ない。管弦楽や

弦楽合奏は、各パートが絡み合っ
ていて、お互いにコミュニケー
ションしながら音楽を作っていく
ところに面白さがあるように思う。
スコア（全パートがまとめられ
た楽譜）を読んで他パートや曲
の構造を理解する必要があるが、
自分のパートを完璧に弾いて満足
していた若い頃より、自分は多少
弾けなくても他の楽器との掛け合
いを味わっている今のほうがアン
サンブルは楽しい。
　私にとって仲間との楽器演奏は、
コミュニケーションの場であると
ともに、自己表現の場でもある。
日本語であっても、言葉ではうま
く伝えられず歯がゆい思いをする
ことがあるが、楽器の演奏では、
一定のルール下ではあるものの、
音楽の表現方法も感じ方も自由で
シンプルかつストレートなので、
他人にどう思われるかを気にせず
に、自分を解放できるのが心地良
い。ちなみに私の十八番は、ドラ
えもんの主題歌の弦楽四重奏バー
ジョン。本当に楽しそうに弾いて
いるらしい。
� （たかばやし・さちこ）

横

アンサンブル横河の演奏会

横河電機株式会社 法務室 マネージャー
髙林佐知子 Violin

私を解放してくれる
音楽活動での相棒
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り歴30年。小学校の頃
から釣りが大好きで、近
所の多摩川に毎日のよう

に釣りに行っていた。多摩川と
言っても、実家のある東京都羽村
市（玉川上水の取水口）から上
流部は水が透明で泳げるくらい美
しく、そして非常に冷たい。私の
釣りはウグイやオイカワ等の小魚
の釣りから始まった。練餌やサシ
（釣具店で売っている生き餌だ
が、実はうじ虫である。）で一日
数十匹は釣れた。中学生くらいに
なると、ルアーで、ブラックバス
やヤマメ、ニジマスを釣るように
なった。当時好きだった漫画は当
然『釣りキチ三平』である。
　大学時代は釣り好きが高じて、
４年間地元の釣具店でアルバイト
をしていた。あまりにも長時間働
いていたので、お客さんは私のこ
とを正社員だと思っていたし、自
分自身が釣り雑誌にも載るくらい
の熱の入れようだった。当時
（1990年代中頃）はブラックバ
スのルアーフィッシングブームで、
多くの釣り雑誌や釣り番組があっ
た。
　社会人になり仕事が忙しくなる
と、なかなか釣りに行けなくなり、
どうせ釣りに行くならと渋くて
かっこいい釣りに憧れ、フライ
フィッシングを始めた。自分で虫
（カゲロウ等）に似せた毛鉤を
作って釣るのが面白い。魚との騙
しあい、知恵比べである。ター

ゲットは、イワナ、アマゴ等であ
る（当然自然保護を考え釣った
魚は逃がす。）。高校時代に山岳
部だったこともあり、やがて「登
山＋釣り」という方向に進む。夏
になるとテントを背負い1週間近
く山の中を歩きながら川の源流域
で釣りをするようになった。
　そして、自然保護に熱心な某ア
ウトドアウエアメーカーの友人と
釣りに行くようになり、数年前に
ヤマトイワナという貴重な在来種
と出会うことになる。ヤマトイワ
ナは、本州中部の河川（木曽川
水系や南アルプス上流部）や琵
琶湖流入河川、紀伊半島熊野川水
系のみ分布する非常に貴重な在来
種である。世間でよく見られる
ニッコウイワナと異なり白斑はな
く、全体的に金色っぽい色をして
いる。
　ヤマトイワナは開発や乱獲だけ
でなく、漁協によるニッコウイワ
ナの放流によっても絶滅の危機に
瀕している。ニッコウイワナは養
殖しやすく、漁協が釣り人のこと

を考えて河川に放流するのだが、
これが裏目に出ている。というの
も、ヤマトイワナとニッコウイワ
ナが同じ河川に住むと交雑し、純
粋なヤマトイワナがいなくなって
しまうのである。自然保護や釣り
人のためという名目で従来の生態
系を考えずにイワナを放流するこ
とは悪であり、本来その河川の在
来種の保護も考慮し慎重にイワナ
を放流しなければならない。最近
は在来種の保護を考える漁協や行
政も増えている。我々の子孫の世
代に貴重な在来種を見せることが
できるよう、釣り人も含め、関係
者が協力して動く時がきている。
� （きたぐち・けいすけ）

釣

釣り場を求めてテント暮らし

源流釣り 株式会社ユー・エス・ジェイ 法務部 課長
北口圭介

貴
重
な
在
来
種
、

ヤ
マ
ト
イ
ワ
ナ
と
の
出
会
い

35cmの巨大ヤマトイワナ
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■大幅にリュ―アルをした本誌１月号に、
会員企業の皆様より励ましの声を多数いた
だいた。法務知識を幅広く取り上げること
を目指すとすれば、世に公刊されている法
律実務誌と同じになってしまう。経営法友
会の会報誌なのだから、会員の皆様が知り
たいと思われる「会の情報」をもっと早く、
広くお伝えすることはできないか、と頭を
捻ってお届けしたのが前号である。
　当会の研究会活動では、参加募集に呼応
して集ったメンバーが、会員企業の皆様に
ためになる成果物を提供しようとボランタ
リーな情熱を捧げてくれている。はじめに
そのメンバーを中心にお声かけをしたとこ
ろ、成果物作成の傍ら、法務の「あるある」
情報を惜しげもなく提供してくれて企画の
ヒントにできたほか、趣味やこだわりの事
柄なども開陳していただいた。本誌編集に
あたり推進力を与えていただいた研究会メ
ンバーには心から感謝したい。月例会の紀
行文も人気で、これを読んだ読者が次の機
会にぜひエントリーしてみたいと思って貰
えたら、本当に嬉しい。本誌は、今後もめ
くるめく法務情報について、当会活動に即
してお伝えしていくことを使命としたい。
 （TORU）
■最近の文庫本は文字が大きい。読みやす
さはもちろんだが、文字が大きければ次々
ページをめくることができる。このことで

「読んでいる」感を醸成して、よりよく読

書の楽しみを味わってもらうことができる
のだと聞いたことがある。めくってもらう、
読んでもらうことは書物の存在意義にか
かっている。
　リニューアル第１号である１月号が職場
で回覧された際に「いつもはそのまま次へ
回している人も、手に取ってめくってい
た」というエピソードを聞いた。「記事を
コピーして課員に配ったよ」というありが
たい声も届いている。実は会員の皆様から
寄せられた充実した記事に加えて、それら
を読みやすく、より魅力的にみせるため、
文字の大きさ、配置、装飾にもひと工夫を
ちりばめている。これほど好評をいただく
と、これからも続けていけるのか少し不安
でもあるが、なかなか回覧から返ってこな
いような会報誌をお届けする努力を惜しま
ない所存である。次号も楽しみにお待ちい
ただきたい。（つきましては皆様、ご寄稿
ご協力のほど、お願いいたします）
 （AYAKO）

DESKより
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本誌は、会員企業の、会員企業による、
会員企業のための会報誌です。
本号に寄稿して下さった皆様、
ありがとうございました。

平成28年２月　　　　
経営法友会事務局一同
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